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O「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」通知の施行についての一部改正新旧対照表（案）  

改正後  
児発第416号  
平成11年4月30日  

雇児発第505号  
雇児発第1111002号  

雇児発第1222004号  

雇児発第0716001号  

雇児発第1203002号  

雇児発第0601001号  

雇児発第0627001号  
雇児発第0725001号の1  

児発第416号  
平成11年4月30日  

［一部改正］平成13年8月2日  
平成14年11月11日  

平成15年12月22日  

平成16年7月16日  

平成16年12月3日  

平成17年6月1日  
平成18年6月27日  

平成19年7月25日  

［一部改正］平成13年8月2日雇児発第505号  
平成14年11月11日雇児発第1111002号  
平成15年12月22日雇児発第1222004号  
平成16年7月16日雇児発第0716001号  
平成16年12月3日雇児発第1203002号  
平成17年6月1日雇児発第0601001号  
平成18年6月27日雇児発第0627001号  
平成19年7月25日雇児発第0725001号の1  
平成20年6月12日雇児発第0612014号の1  
平成21年6月29日尾児発第0629001号の，1  
平成22年 月 日雇児発＋ 第 号  

平成20年6月12日雇児発第0612014号の1  
平成21年6月29日雇児発第0629001号の1  

都道府県知事   
各 指定都市市長 殿  

中核市市長  

厚生省児童家庭局長  

「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」通知の施行について   

標記については、本日別途厚生事務次官通知「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負  
担金について」（以下「交付要綱」という。）が施行されたところであるが、その実施については  
次によることとし、その適正なる運用を図られたく通知する。   

おって、平成10年6月12日児発第456号「「児童福祉法による入所施設措置費（児童家庭局所管施  
設）等国庫負担金について」通知の施行について」は廃止する。   

ただし、平成10年度以前までの取扱いについては、なお、従前の例によるものとする。   

日次   
第1暫定定員及び保護単価の設定について   
第2 民間施設給与等改善費について  
第3 教育費の取扱いについて   

第4 見学旅行費の取扱いについて   

第5 入進学支度金の取扱いについて  
第6 特別育成費の取扱いについて   

第7 医療費の取扱いについて   

第8 就職支度費の取扱いについて   

第9 大学進学等自立生活支度費の取扱いについて   

第10 里親が一時的な休息のための援助を受ける経費について  

第11専門里親について  
第12 親族里親について   

第13 国庫負担金の交付の決定及び措置費等の支弁について  

第14 徴収金基準額等について  

都道府県知事  
各 指定都市市長 殿  

中核市市長  

厚生省児童家庭局長   

「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」通知の施行について  

る 措置費等の  児童入所施設におけ   理について  第15  

淋  

＿⊥   



第1暫定定員及び保護単価の設定について  

1暫定定員の設定について（児童自立生活援助事業（以下「自立援助ホーム」という。）及  び小規模住居型児童養育事業（以下「ファミリーホーム」という。）は除く。）  
都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長は、各年度の保護単価の設定に際しては、   

その設定しようとするすべての施設につき、算式1から算式4のいずれかによって算定した   
数がその施設の定員に満たない場合においては、その満たない数に定員を改定し（これが困   

遊なときは暫定定員を設ける。）、これに基づいて保護単価の設定及び支弁を行うものとする。  
なお、連続して3年を超えて暫定定員を設定している施設については、定員を改定するも  

のとする。  
算式1  

［前年度の在籍児童の延べ日数（私的契約児、一時保護委託児、乳児院については短期  
入所措置児童を含み、母子生活支援施設については世帯数とする）÷30・4日÷12月（小  

数点以下の端数切り上げ）］×1．11以内の数値（小数点以下第1位の数値により四捨五入）    算式2  
［直近3年度の在籍児童の延べ日数（私的契約児、一時保護委託児、乳児院については  

短期入所措置児童を含み、母子生活支援施設については世帯数とする）÷30．4日÷12月  
÷3年（／J、数点以下の端数切り上げ）］×1．11以内の数値（小数点以下第1位の数値によ  
り四捨五入）  

算式3  

［前年度の各月初日の在籍児童数（私的契約児、一時保護委託児、乳児院については短  
期入所措置児童を含み、母子生活支援施設については世帯数とする）の合計数÷12月（小  
数点以下の端数切り上げ）］×1．11以内の数値（′J、数点以下第1位の数値により四捨五入）  

算式4  

［直近3年度の各月初日の在籍児童数（私的契約児、一時保護委託児、乳児院について  
は短期入所措置児童を含み、母子生活支援施設については世帯数とする）の合計数÷12  
月÷3年（小数点以下の端数切り上げ）］×1．11以内の数値（小数点以下第1位の数値に  
より四捨五入）  

（注）（1）1．11は90パーセント分の100パーセントで、10パーセント以上の開差は認めない趣  
旨であること。  

（2） その施設が前年度中に開設し、若しくは増改築があり、又は定員の改定があったも  
ので上記算式を適用することが著しく困難であるものについては、措置児童等の具体  
的な入所計画を基礎とし、かつ、算式の趣旨を尊重し、都道府県知事又は指定都市、  
中核市若しくは児童相談所設置市の市長が定めるものとすること。  

（3） 定員の改定又は暫定定員を設定する要件を満たしていないこと、又はそれらを行っ  
た根拠を別紙（1）の様式による「事務費保護単価設定表（3）定員認定表」に明記  
しておくこと。  

（4） 暫定定員を設定したときは、保護単価設定表、支弁台帳その他事務処理上の措置費  
関係の書類に定員数の記載があるときは、その数の次にかっこを附し、暫定定員を明  
示（「定員00名（暫定定員00名）」のように。）すること。   

第1暫定定員及び保護単価の設定について  
l暫定定員の設定について（児童自立生活援助事業（以下「自立援助ホーム」という。）及   
び′J、規模住居型児童養育事業（以下「ファミリーホーム」という。）は除く。）  

（略）  

l■  



改正後  
定について  2 事務費の保言隻単価の設  2 事務費の保誰単価の設定について  

（1）（略）   

（2）（略）  

（1）重森費の保護単価の設定に際しては、別紙（1）の「事務費保護単価設定表」を必ず備   
えておくこと。  

（2）事務費の一般分保言垂単価に含まれている職員構成は、交付要綱の別表2の職種別職員定   
数表のとおりであるが、児童養護施設における一般分保護単価と加算分保護単価を合算し   
た支弁額に含まれている職員構成は次の表の通りであるので、これらの職員については充  

施設種別   職員   職員の定数  
児童養護施設   看護師   乳   こつき1人  

児童指導員、保育士   1・2歳  こつき1人  

年少   こつき1人  
口                            児童養護施設の小規模施設加算分保護単価は、その施設において、児童指導員及び保  

が交付要綱の職種別職員定数表に掲げられている定数並びに上記の乳児、1・2歳児  
（3）（略）  

び年少児の定数を満たし、かつ、それ以外に児童指導員又は保育士がおかれている場合に   
限り保言垂単価を設定することができるものであること。  

（4）児童養護施設及び児童自立支援施設の職業指導員加算分保護単価は、それらの施設にお   
いて、児童指導員及び保育士等が交付要綱の職種別職員定数表に掲げられている定数並び   
に前記（2）の乳児、卜2歳児及び年少児の定数を満たし、かつ、それ以外に職業指導   
員がおかれている場合に限り、保護単価を設定することができるものであること。  

職業指導員加算分保言垂単価の設定を行う場合においては、あらかじめ別紙（2）の「職   
業指導員加算保誇単価適用協議書」により当省の事前承認を得るものとし、その承認手続   
きは、毎年度4月末日まで協議書を当省あてに送付すること。  

なお、職業指導員は、協詫により認定された者がいる場合に対象となるものであって人   
事異動、定年退職等により承認された者が、その施設にいなくなった場合には加算できな   
いものであること。  

おって、対象児童数が極端に少ないもの（保育士、指導員の1人当たりの受持数に満たな   
い場合）、指導時間が極端に少ないもの、保育士、指導員以外の職員についても交付要綱の   
職種別職員定数表に掲げる員数を下回っているもの等は承認しない方針であるので、家庭   
支援専門相談員や個別対応職員等への振り替えを指導されたい。  

（5）児童養護施設の特別指導費加算分保頒単価は、その施設において、児童指導員及び保育   
士が交付要綱の職種別定数表に掲げられている定数並びに前記（2）の乳児、1・2歳児及   
び年少児の定数を満たしており、それ以外に平成20年6月12日雇児発第0612014号の6本職   
通知「年長児童に対する処遇体制の強化について」に吉亥当する場合に限り、保護単価を設   
定することができるものであること。  

（6）児童養護施設、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設、ファミリーホーム及び里   
親の学習指導加算分保讃単価は、平成20年6月12日雇児発第0612014号の6本職通知「年長   
児童に対する処遇体制の嶺化について」に該当する場合に限り、保護単価を設定すること   
ができるものであること   

（4）（略）  

（5）（略）  

（6）（略）  



乳児院、母子生活支援施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援   （7）児童養護施設  乳児院、母子生活支援施設、情緒障害児短期治療施設及び児童   （7）児童養護施設  
施設の個別対応職員加算分保護単価は、児童指導員及び保育士が交付要綱の職種別職員定   
数表に掲げられている定数並びに児童養護施設にあってはさらに上記（2）、の乳児、1・   
2歳児及び年少児の定数を満たし、かつ、それ以外に被虐待児等特に個別の対応が必要と   
される児童への個別面接、生活場面での1対1の対応、保護者への援助、里親への照会、   
他の児童指導員等への助言指導等を行う職員がおかれている場合に限り保護単価を設定す   
ることができるものであること。なお、乳児院については被虐待児等特に個別の対応が必   
要とされる児童が逓名以上いる場合に保護単価を設定することができるものであること。  

（8）児童養護施設、乳児院、児童自立支援施設及び母子生活支援施設の心理療法担当職員加   
算分保護単価は、児童養護施設、乳児院及び児童自立支援施設については平成18年6月27   
日雇児発第0627002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「児童養護施設、乳児院及び   
児童自立支援施設における虐待を受けた子ども等に対する適切な援助体制の確保につい   
て」、母子生活支援施設については平成13年8月2日雇児発第508号厚生労働省雇用均等・   
児童家庭局長通知「母子生活支援施設における夫等からの暴力を受けた母子及び被虐待児   
等に対する適切な処遇体制の確保について」にそれぞれ該当する場合に限り、保護単価を   
設定することができるものであること。  

（9）児童養護施設及び乳児院の指導員特別加算分保護単価は定員35人以下の施設において、   
児童指導員及び保育士が交付要綱の職種別定数表に掲げられている定数並びに前記（2）の   

乳児、1・2歳児及び年少児の定数を満たしており、かつ、それ以外に、児童指導員又は   
保育士が置かれている場合に限り、保鰻単価を設定することができるものであること。  

（10）乳児院等の家庭支援専門相談員加算分保護単価は、平成16年4月28日雇児発第0428005号   
本職通知「乳児院等における早期家庭復帰等の支援体制の強化について」に該当する場合   
に限り、保韓単価を設定することができるものであること。  

また、乳児院（定員塾人以上）の家庭支援専門相談員加算分保護単価は、定員担人以上   
の乳児院のうち既に家庭支援専門相談員が配置され、さらにもう一人家庭支援専門相談員   
を配置した場合に限り、保頼単価を設定することができるものであること。  

（11）母子生活支援施設の夜間警備体制強化加算分保護単価は、平成13年8月2日雇児発第509   
号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「母子生活支援施設における夜間警備体制の強   
化について」に該当する場合に限り、保護単価を設定することができるものであること。  

（12）母子生活支援施設の特別生活指導費加算分保護単価は、特に処遇が困難なものが4人以   
上入所している施設であって、母子指導員及び少年指導員兼事務員が交付要綱の職種別職   
員定数表に掲げられている定数を満たし、かつ、それ以外に母子指導員がおかれている場   
合に限り、保淳単価を設定することができるものであること。  

特別生活指導費加算分保護単価の設定を行う場合においては、あらかじめ別紙（3）の「母   
子生活支援施設特別生活指導費加算分保護単価適用協議書」により当省の事前承認を得る   
ものとし、その承認手続は、毎年度4月15日までに協議書を当省あてに送付すること。  

（13）母子生活支援施設の保育接能強化加算は、平成15年10月22日雇児発第1022003号厚生労働   
省雇用均等・児童家庭局長通知「母子生活支援施設における保育機能強化事業の実施につ   
いて」に該当する場合に限り、保雄単価を設定することができるものであること。   

施設の個別対応職員加算分保護単価は、児童指導員及び保育士が交付要綱の職種別職員定   
数表に掲げられている定数並びに児童養護施設にあってはさらに上記（2）の乳児、1・   
2歳児及び年少児の定数を満たし、かつ、それ以外に被虐待児等特に個別の対応が必要と   
される児童への個別面接、生活場面での1対1の対応、保護者への援助、里親への照会、   
他の児童指導員等への助言指導等を行う職員がおかれている場合に限り保護単価を設定す   
ることができるものであること。なお、乳児院については被虐待児等特に個別の対応が必   
要とされる児童が旦名以上いる場合に保韓単価を設定することができるものであること。  

（8）（略）  

（9）（略）  

（10）乳児院等の家庭支援専門相談員加算分保護単価は、平成16年4月28日雇児発第0428005   
号本職通知「乳児院等における早期家庭復帰等の支援体制の強化について」に該当する   
場合に限り、保韓単価を設定することができるものであること。  

また、乳児院（定員些人以上）の家庭支援専門相談員加算分保護単価は、定員坐人以上   

の乳児院のうち既に家庭支援専門相談員が配置され、さらにもう一人家庭支援専門相談員   
を配置した場合に限り、保額単価を設定することができるものであること。  

（11）（略）  

（12）（略）  

■  

（13）（略）  



少年指導員加算分保護単価は、定員4  母子生活支援施設の定員40世帯以上の母子指導員  
（14）   （14）（略）  

0世帯以上の施設において、母子指導員又は少年指導員を配置した場合に限り、保護単価を   
設定することができるものであること。  

（15）児童養護施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設の小規模グルー   
プケア担当職具加算分保護単価は、平成17年3月30日雇児発第0330008号厚生労働省雇用均   
等・児童家庭局長通知「児童養護施設等のケア形態の小規模化の推進について」にそれぞ   
れ該当する場合に限り、保護単価を設定することができるものであること。  

（16）児奉養謹施設の看護師加算分保護単価は、平成20年6月12日雇児発第0612014号の4厚生   
労働省雇用均等・児童家庭局長通知「児童養啓施設における医療的支援体制の強化につい   
て」に該当する場合に限り、保護単価を設定することができるものであること。  

（17）児童養護施設、乳児院、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設及び母子生活支援   
施設の基幹的職員加算は、平成21年3月31日雇児発第0331014号厚生労働省雇用均等・児童   
家庭局長通知「基幹的職員研修事業の運営について」に該当する場合に限り、保護単価を   
設定することができるものであること。  

（18）除雪費の使途は、建物、工作物、敷地内の専用道路等の除雪及び雪国いを行うために要   
する経費であって毎年度2月分の一般分保護単価に加算するものであること。   

3 事業費の保言塵単価の設定について  

（1）乳児院病虚弱等児童加算費保碩単価は、平成10年6月12日児発第458号本職通知「乳児院   
病虚弱等児童加算費について」により、都道府県知事、指定都市の市長及び児童相談所設   
置市の市長の承認を得た場合に限り、保鰻単価を設定することができるものであること。  

（2）児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設、情緒障害児短期治療施設盈逆児童自立支援   
施設、自立援助ホ」ム及びファミリーホームの被虐待児受入加算費保護単価は、交付要綱   
に定める職種別職員定数表並びに2の（2）の乳児、1・2歳児及び年少児の定数を満たし   
ており、かつ、平成16年5月17日雇児発第0517001号本職通知「被虐待児受入加算費につい   
て」により、都道府県知事、指定都市の市長、中核市の市長、児童相談所設置市の市長、   
市及び福祉事務所を設置する町村の長の承認を得た場合に限り、保護単価を設定すること   
ができるものであること。  

児童相談所からの一時保護委託児童の被虐待児受入加算費保護単価は、平成17年4月19   
日雇児発第0419001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「一時保護委託児童の被虐待   
児受入加算費について」により、都道府県知事、指定都市の市長及び児童相談所設置市の   
市長の承認を得た場合に限り、保護単価を設定することができるものであること。  

（15）（略）  

（16）（略）  

（17）（略）  

（18）（略）  

3 事業費の保護単価の設定について  

（略）  
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4 施設の新設に伴う事務費の支弁について  

（略）  設 の開所に際しては、事前の職員の雇用等各般の準備を必要とする実情にかんがみ  
施設の開所日（実際に児童を入所させる日をいう。）は各月の初日に行うよう運用を図るも  
のとし、その際、事務費に関しては、その開所月の前月分（ただし、1か月分の半額）につ  
いても支弁を行うことができること。   

なお、自立援助ホーム及びファミリーホームの開所目については、実際に児童を入所さ  
せる日でなくても可能であること。   



改正後  現行  
一几  －－｛，臼ユ ー  旧・±ヒ」kコ言‾ ∠、   

児童等の具体的な入所計画を樹立し、設備の規模に関係なく、その計画に基づき段階的に  
認可するか、又は暫定定員を設けることとし、定員と現員との著しい開差を生じないよう  
十分留意すること。  

第2民間施設給与等改善資について  第2民間施設給与等改善費につい七  

（略）   
1交付要綱に定める民間施設給与等改善費（以下「民改費」という。）の加算率は、次の（1）  
及び（2）により算定するものとすること。  

（1）基本分  

施脚区分  の  
人件費加理費加算  

A階級  14年以上  16％  14％  2％  
8階級  12年以上14年未満  15  13  2  

C階級  10年以上12年未満  13  11  2  

D階級  8年以上10年未満  11  9  2  

E階級  6年以上8年未満  9  7  2  

F階叔  4年以上6年未満  7  5  2  

G階級  2年以上4年未満  5  3  2  

H階級  2年未満  3  1  2  

（2）管理費スプリンクラー設置加算分  
アスプリンクラー設備（「消防法施行令」（昭和36年3月25日政令第37号）、「同法施行規  
則」（昭和36年4月1日自治省令第6号）に定める設備・設置基準及び昭和62年10月27日  

消防予第189号「既存の社会福祉施設に対する消防用設備等の技術上の特例基準の適用に  

っいて」（消防庁予防課長通知）に基づくスプリンクラー設備をいう。以下同じ。）を設  
直している次の加算対象施設（平屋建等も含む。）に対し、管理費加算分として0・3パーセ  

ントを加算する。  
イ 加算対象施設  

乳児院  
ウ本加算を受けようとする施設は、別紙（1）の「（5）管理費スプリンクラー設置加算  

分申請書」に必要事項を記入し、スプリンクラー設備を設置したことを証明する書類（消  
防法施行規則案31粂の3第3項にいう消防機関が発行する検査済証又は当該設備整備工  

事の完了を証する書類の写し）を添付し、県本庁に申請するものとする。  
ェ 県本庁は、申請書を審査し、設置の翌月から加算を適用するものとする。  
オ 本加算分は平成16年3月12日付雇児発第0312001号、社援発第0312001号、老発第03120  

01号「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の連用及び指導について」  

（雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長及び老健局長連名通知）の3の（3）にい  
う限度額に含まれるものとする。   
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り平均勤続年数を基礎として選定するものとし、その選定方  2 施設の区分は、職員1人当た  
法は次により行うこと。  
（1）算定の対象となる職員は、その施設に勤務するすべての常勤職員（嘱託職員等の非常勤職  

員を除く。）とすること。ただし、常勤職員以外の着であっても、1日6時間以上かつ月20  
日以上勤務している者にあっては、これを常勤とみなして算定すること。  

（2）個々の職員の勤続年数の算定に当たっては、現に勤務する施設における勤続年数及び当  
該職員のその他の社会福祉施設（現に勤務する施設以外の施設であって、社会福祉法第2粂  
に定める施設のうち、保護施設、老人福祉施設（軽費老人ホーム、養護老人ホーム及び特  
別養護老人ホームに限る）、婦人保護施設、児童福祉施設（自立援助ホーム及びファミリー  
ホームを含み、児童厚生施設及び児童家庭支援センターを除く。）、障害者支援施設、障害  
福祉サービス事業（施設を必要とするものに限る。）を行う事業所、障害者自立支援法附則  
によりなお従前の例により運営できることとされた身体障害者更生援護施設及び知的障害  
者援護施設、盲人ホーム、視聴覚障害者情報提供施設並びに福祉ホーム）における通算勤  
続年数、児童福祉法第12条の4に定める施設における勤続年数及び「就業前の子どもに関  
する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」に定める認定こども園における勤  
続年数を合算するものであること。  

（3）その施設の職員1人当たりの平均勤続年数は、前記（1）により算定した全職員の合算総  
勤続年数を鼻定の基礎となった職員数により除して得た年数をいうこと。  

（4）前記職員1人当たり平均勤続年数の算定は、当該年度の4月1日現在において行い、そ  
の年度の途中においてその施設の職員の異動があっても、加算率の改定は行わないもので  
あること。  

ただし、1の（2）の管理費スプリンクラー設置加算分については、設備設置の翌月から  
加算することができるものであること。   

第3 教育費の取扱いについて  
1教育費のうち、「教科書に準ずる正規の教材」として学校長が指定するものの購入に必要な   
教材代の支弁に当たっては学校長の指定証明を徹すること。   

2 前記の「教科書に準ずる正規の教材」の範囲は、学校において当該学級の全児童が必ず購   
入することになっている副読本的図書、ワークブック、和洋辞書及び正規の授業である特別   
活動のうち、クラブ活動において当該クラブの全児童が必ず購入することになっている用具  
類に限られること。  

なお、特別支援学校の高等部の通学児及び児童自立支援施設の就学児については他の施策   
により教科書代の支給がない場合には、これを支弁して差し支えないこと。   

第3 教育費の取扱いについて   （略）  



第4 見学旅行費の取扱いについて  
見学旅行費は、学校において児童の保護者よりその実施前に所要経費の全額を前納させる  

場合も考えられるので、見学旅行参加予定児童数及び見学旅行の時期等を考慮し、予め概算  
支弁する等実情に応じた措置をとること。  

なお、見学旅行費は学校の最終学年の教育課程において実施される見学旅行の参加に要す  
る費用に充てられるものであるが、上級学校進学又は就職等の関係で、例えば、中学校第2  
学年在学時において繰上げ実施される場合には、これを確認のうえ支弁して差し支えないこ  
と。  

また、見学旅行には疾病等による特別の事情がなし、限り参加させるよう配慮すること。  

第5 入進学支度金の取扱いについて  
入退学支度金については、原則として施設において新たに小学校第1学年に入学し又は中   

学校第1学年に進学するものに対し支弁するものであるが、その施設に新たに措置された児  
童が転校を余儀なくされ、制服等に指定がある場合には、その学籍に応じて第1学年に在籍  
しているものとみなして支弁して差し支えないこと。   

第6 特別育成費の取扱いについて  
特別育成費の支弁対象となる児童は、別途本職通知「養護施設入所児童等の高等学校への   

進学の実施について」に基づき高等学校等に在学する児童及び高等学校第1学年に入学する  
児童とすること。  

なお、この経費は年間の所要経費を満たすものとして算定されているので、必要に応じて   
数月分を合わせてあらかじめ支弁する等実情に応じた運用を図るよう留意すること。   

第7 医療費の取扱いについて  
医療費については、特に次の点に留意し、適正なる支弁を行われたいこと。  

1嘱託医又は保健所等を活用し、建康管理の徹底を図り疾病の予防に努めること。   
2 施設の常備薬等による治療が困難と思料される場合は、直ちに嘱託医の診療を受けるなど   

早期治療に努めるよう指導すること。   
3 措置児童等が社会保険の被保険者、組合員又は、被扶養者であるかどうかの把握及び確認   
を行い、医療の給付を受ける際はこれを適用すること。   

4 医療費の支弁に際しては、その請求の内容を十分審査するものとし、また、この経費は、   
施設を経由せずに直接医療機関に支払うようにすること。   

5 都道府県知事又は指定都市、中核市若しくは児童相談所設置市の市長においては、医療費   
の支弁を行った後においてこれを施設別、入院通院別、病類別等に分類整理し、医療費の支  
弁状況を常時把握しておくこと。   

第4 見学旅行費の取扱いについて   （略）  

第5 入進学支度金の取扱いについて   

（略）  

t『  

第6 特別育成費の取扱いについて  
（略）  

第7 医療費の取扱いについて   

（略）  



第8 就職支度費の取扱いについて  
1 就職支度費は、施設において児童の就職に際し必要な寝具類、被服類等の購入費に充て、  
入所措置が解除される日の属する月に現物給付の方法で支給すること。  

なお、支弁に当たっては、雇用先の採用証明書等を徴すること。   
2 特別基準については、就職支度費の支弁対象児童等のうち、次に掲げる要件のいずれかに  
該当するものについて、別に定めるところにより認定された場合に、1の外に支弁できるも  
のであること。  

ただし、公的年金給付（児童扶養手当法（昭和36年法律第238号）第3粂第2項の公的年金  
給付をいう。．）の受給者である場合には対象とならないこと。   
（1）保護者のいない（死亡あるいは行方不明）児童等  

（2）保護者がいる場合でも、轟音拒否、虐待、放任等養育が適切でなく、保護者から就職す  
るために必要な経済的援助が見込まれない児童等   

第9 大学進学等自立生活支度費の取扱いについて  
1 大学進学等自立生活支度費は、施設において児童の大学等への進学に際し必要な学用品、  
参考図書類等の購入費に充て、入所措置が解除される日の属する月に現物給付又は口座振込  
の方法で支給すること。  

なお、支弁に当たっては、進学先の合格通知書等の写しを徴すること。   
2 特別基準については、大学進学等自立生活支度費の支弁対象児童等のうち、次に掲げる要  
件のいずれかに該当するものについて、別に定めるところにより認定された場合に、1の外  
に支弁できるものであること。  

ただし、公的年金給付（児童扶養手当法（昭和36年法律第238号）第3条第2項の公的年金給  
付をいう。）の受給者である場合には対象とならないこと。   
（1）保護者のいない（死亡あるいは行方不明）児童等   
（2）保護者がいる場合でも、養育拒否、虐待、放任等養育が適切でなく、保護者から進学す  

るために必要な経済的援助が見込まれない児童等   
3 なお、日中に就業し、かつ、夜間に大学等へ就学するため措置が解除となる児童等、就職  
支度費及び大学進学等自立生活支度費の双方の対象となる児童については、特別基準分を除  
き、併給して差し支えない。   

第10 里親が一時的な休息のための援助を受ける経費について  

里親が乳児院、児童養護施設等または他の里親を活用して一時的な休息のための支援を受  
ける場合には、別途本職通知に該当する場合に限り、保硬単価を設定できるものであること。   

第11専門里親について  
専門里親については里親の一形態であるので、専門里親手当を除き交付要綱で定められて  

いる里親の規定をそのまま適用すること。   

第12 親族里親及び養子縁組によって養親となることを希望する里親（以下「養子縁組前提里親」  
という。）について  

1 親族里親及び養子縁組前提里親については里親手当は支弁しない（第12の2に該当する場   
合は除く∴ その他の規定については里親の一形態であるので、交付要綱で定められてい  

第8 就職支度費の取扱いについて   （略）  

第9 大学進学等自立生活支度資の取扱いについて  

（略）  

第10 里親が一時的な休息のための援助を受ける経凱こついて  

（略）  

第11専門里親について  
（略）  

第12 親族里親及び束子縁組によって糞親となることを希望する里親（以下「養子縁組前提里親」  
という。）について  

（略）  

る里親の規定をそのまま適用すること   



に関する経過措置について  薬子縁組前提里親への里親手当  2  

（1）平成21年4月1日（以下「施行日」という。）に現に子どもを受託しており、施行日前  
に養子縁組前提里親となる旨を申し出ている場合  

施行日において現に子どもを受託している里親については、養子縁組前提里親となる旨  
旨を申し出ている場合、里親手当については施行日から1年間は弛000円を支弁すること  
（委託解除された場合を除く）。  

（2）施行日に現に子どもを受託しているが施行日前に寿子縁組前提里親となるか、養育里親  
となるか申し出ていない場合  

平成22年3月31日までの間に、養育里親研修を受講するか養子縁組前提里親となる旨を  
旨を申し出るかいずれかを選択すること。養育里親研修を受講するまでの間の里親手当は  
34，000円を支弁することとし、研修終了後の翌月からは72，000円を支弁すること。ただし、  
研修終了日が月の初日である場合は当該月から72，000円を支弁すること。  

また、養子縁組前捷里親となる旨を申し出た場合、里親手当については平成22年3月31  
日までの間、34，000円を支弁すること。   

3 里親の認定及び里親手当の支弁等については、里親となることを希望する者に対し、平成   
14年9月5日雇児発第0905002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「里親制度の運営   

について」等の内容について十分な説明を行うこと。  

第13 国庫負担金の交付の決定及び措置費等の支弁について  

1国庫負組金の交付の決定について  
国は、入所施設分の措置費等について都道府県知事又は指定都市、中核市若しくは児童相   

談所設置市の市長からの中富引こ基づいて、都道府県知事又は指定都市、中核市若しくは児童   
相談所設置市の市長に射し、都道府県分国康負担金及び市町村分国庫負担金の年間分につき   
交付の決定を一括して行い第4・四半期において年間分の所要額調書を徴し必要な過不足調   

整を行い、年度末に交付の決定の変更措置がとられ、その年度における年間交付額の実質的   
決定がなされる予定であるので、都道府県知事は、都道府県及びその管内の市町村に対する   
国庫負担金の配分交付に当たっては、その申請内容及び過去の支出実績を十分検討の上、す   
みやかに交付の決定又は変更を行うこと。  

なお、これに伴う支払計画の示達については、原則として各四半期単位に行う予定である   
のでそのつどすみやかに市町村に対してこれを示達すること。   

2 措置費等の支弁について  
都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市、市及び市町村がその支弁すべき施設に   

対して措置費を支弁する場合においては、この費用の性質にかんがみ毎月その翌月分を概算   
支弁するように努めること。   

第14 徴収金基準額等について  

1 徴収金基準額について  

（1）都道府県、指定都市及び児童相談所設置市（母子生活支援施設及び助産施設に係るもの  
については中核市及び市町村を含む。この項において以下同じ。）において適正かつ簡明に  
行えるよう、表1の各月初日（月の途中に入所した者についてはその月の初日。この項に  
おいて以下同じ。）の措置児童等（母子生活支援施設については世帯、助産施設については  
妊産吼この項について以下同じ。）の属する世帯の課税階層の区分等に応じ、措置児童等  

第13 国庫負担金の交付の決定及び措置費等の支弁について   

（略）  

第14 徴収金基準額等について  （略）  

が 定められていること   1人当たり  の基準額  



（2）その世帯の貢果税階層区分の認定については、その児童及びその児童と同一世帯に属して   

生計を一つにしている扶養義務者（児童の直系血族のほか、妊産婦等の配偶者及び兄弟姉   

妹等（その者がその世帯における家計の主宰者である場合）を含む。）のすべてのもの（自   
立援助ホームの入所児童の扶養義務者は除く。）について 
より行うものであること。  

（3）その世帯の各階層区分の確認については、次によること。   

ア 被曝謹世帯の確認は、福祉事務所に照合するか、又はその旨の福祉事務所長の証明書  
を徴して行うこと。   

イ 当該年度分の市町村民税の課税状況の確認は、その市町村に照合するか、又は課税額  
若しくは非吉果税であることの証明書を徴して行うこと。  

ウ 前年分の所得税の課税状況の確認は、その市町村、税務署若しくは源泉徴収義務者に  
照合するか、又は課税額若しくは非課税であることの証明書をそれらの機関から徴して  
行うこと。   

エ アからウまでによって確認した場合においては、その確認の方法、確認年月日、税額、  
階層区分、徴収金基準額、保護者からの実際の徴収金の額、以後の階層区分確認の経過  
等を記赦した階層区分認定表を作成し、これを児童保護台帳等に添付しておくこと。な  
お、上記の書類には、その認定確認者の氏名及び押印の欄を設けること。  

（4）課税階層区分の認定の見直しについては、原則として毎年度7月に行うこととする。  

なお、4月から6月の間における当該年度分の市町村民税の課税状況及び1月から6月   
の間における前年分の所得税の課税状況を把達するにあたっては、その状況が不明である   
場合もあるので、各々、前年度分、前々年分の課税状況により認定を行うものとすること。  

2 私的契約児童に係る利用料について   

措置（助産施設の場合は助産の実施、母子生活支援施設の場合は母子保護の実施）を必要   
とする児童等を全て措置した（実施した）後において、なお、その施設の定員に余裕のある   

場合においては、入所している措置児童等の福祉を害しない範囲内において私的契約による  
児童等を入所させることは差し支えないが、この場合におけるその児童等に係る費用（これを  

「利用料」又は「私的契約料」という。）は、すべてその家庭から徴収すべきであって、その  

額はその施設の措置児童等の1人当たり又は1世帯当たりの措置費の保護単価により算定し   
た額より下回ることは許されない（自立援助ホーム等における家庭裁判所による入所に   

かかる利用料は家庭裁判所からの委託費とする。）ものであること。  

第15 児童入所施設における措置費等の経理について  

児童入所施設における措置費等の経理については、別に定めるところによること。   

別紙（1）～（3）、略   

第15 児童入所施設における措置狸等の経理について   

（略）   

別紙（1）～（3） 略  
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ヒについての一  

雇児発第0612014号の4  
平成20年6月12日  

雇児発第0612014号の4  
平成20年6月12日  

【一部改正】平成21年6月29日雇児発第0629001号の4  【一部改正】平成21年6月29日雇児発第0629001号の4  
第 号  【一部改正】平成22年 月 日雇児発  

道
定
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各
 
 

殿
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長
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県
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府
都
 
 

都 道 府 県 知 事  
各 指 定 都 市 市 長 殿  

児童相談所設置市市長  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長  

児童養護施設における医療的支援体制の強化について   

（略）  

所
 
 

談
 
 厚生労働省雇用均等り思量家庭局長  

児童養護施設における医療的支援体制の強化について   

近年、児童相談所において虐待相談対応件数が著しく増加し、児童養護施  
設に入所する子どものうち虐待を受けた児童の割合は約6割となっている。   

また、児童養護施設に入所している児童のうち障害がある児童の割合も増  
加しており、特にADHDなど発達障害を有する児童の割合が増加している。   

こうした児童の増加に伴い児童養護施設における看護師による医療的ケア  
の必要性が高まっていることから、今般、次のとおり実施方法を定め、平成2  
0年4月1日から実施することとしたので、その適正かつ円滑な実施を期され  
たく通知する。   

なお、この通知は地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の4第1項の  
規定に基づく技術的な助言である。  

1 趣旨  
被虐待児や障害児等継続的な服薬管理などの医療的ケア及び健康管理（以   

下「医療的ケア」という。）の必要な児童に対し、日常生活上の観察や体調   
把握、緊急時の対応などを行い医療的支援体制の強化を図ることを目的と   
する。   

2 対象施設   
医療的ケアを担当する職員を配置しようとする者は、都道府県知事、指定   
都市の市長及び児童相談所設置市の市長（以下「都道府県知事等」という。）   
が定める期間内に都道府県等へ申請を行い、次により都道府県知事等が各   
年度ごとに指定するものとする。  

なお、都道府県、指定都市及び児童相談所設置市民生主管部（局）長は、   
当該年度の4月末日までに別添様式により、当局家庭福祉課長まで報告す   
ること。   

1（略）  

2（略）  



（昭和23年厚生省令第63号。  設において児童  
」と′いう。）が遵守されており、かつ、法人及び施設運営  以下「最低基準  

が適正に行われている場合に限ること。  
（2）児童養護施設において、医療的ケアが必要と都道府県知事等が認めた   

児童が20名以上入所していること。  
、 

（2）児童養護施設において、医療的ケアが必要と都道府県知事等が認めた  

如  

ない。  
（3）（略）   

3（略）  

4（略）  

も
 
 

廓連府痕知事専が必要と認める場合は対象施設として差し支え  

’
○
ヽ
 

って  

▼○ （3）1施設について、医療的ケアを担当する職員加算は1名分とすること。  

3 医療的ケアを担当する職員   
医療的ケアを担当する職員は看護師とする。  

4 運営の基準  
（1）指定施設の長は、児童の日常の健康を把握するとともに、施設内の衛   

生管理や継続的な医療管理を必要とする児童のケアについて、医療的ケ   
アを担当する職員をして適切な支援が行われるよう努めること。  

（2）指定施設の長は、最低基準に定める必要な職員定数のほか、医療的ケ   
アを担当する職員を配置するものとする。  

5 医療的ケアを担当する職員の業務内容  
（1）継続的な医療的ケアが必要な障害児等の健康管理、緊急時における対  

応  

噌   

5（略）  
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常備薬の管理、与薬  
病欠児、早退児の観察  
入所者の健康管理及び身体発達上の相談への対応  
医療機関への受診及び行事の付添  
入所者の健康上の相談への対応  
感染予防  

緊急時における医療機関との連絡調整  
その他  

6 経費について   
この実施のための経費については、「児童福祉法による児童入所施設措置   

費等国庫負担金について」（平成11年4月30日厚生省発児第86号厚生事務次   
官通知）によるものとする。   

6（略）  



改   正  後   現  行   

（略）   別添様式  

番 号  

平成年月日  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長  

都道府県  

指定都・市民生主管部（局）長◎  
児童相談所設置市  

平成年度児童養護施設における医療的ケア担当職員の指定状況について  

標記について、 平成20年6月12日雇児発第0612014号の4厚生労働省雇用均  
等・児童家庭局長通知の「2対象施設」に基づき報告する。  

1施設名 

2設置主体・経営主体 

3定員名暫定定員名 

4継続的な医療的ケアが必要な児童数（単なる風邪笠は除く）名  

5主な疾病（上位3つ）（2）  
（3）  

6いちばん重いと思われる疾病 

7院内学級設置の有無有り・無し有りの場合）分校・分教室  

8医師（又は嘱託医）との連携状況  

9管内における当該施設の位置付け  
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○児童養護施設等のケア形態の小規模化の推進についての一部改正新旧対照表（案）  

雇児発第0330008号  
平成17年3月30日   

【一部改正】平成18年4月3日雇児発第0403021号  
【一部改正】平成20年6月27日雇児発第0627003号  

雇児発第0330008号  
平成17年3月30日   

【一部改正】平成18年4月3日雇児発第0403021号  
【一部改正】平成20年6月27日雇児発第0627003号  
【一部改正】平成22年 月 日雇児発第  号  

都道府県知事   

指定都市市長  

都道府県知事   

指定都市市長  

殿  殿  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長  厚生労働省雇用均等・児童家庭局長  

児童養護施設等のケア形態の小規模化の推進について   児童養護施設等のケア形態の小規模化の推進について   

近年、児童養護施設等には、虐待を受けた子ども等の入所が増加しつつあるが、  
虐待を受けた子ども等が他者との関係性を回復させることや愛着障害を起こしてい  
る子どものケアには、これまでの大規模な集団によるケアでは限界があり、できる  
限り家庭的な環境の中で職員との個別的な関係を重視したきめ細やかなケアを浸供  
していくことが重要とされている。   

このため、児童養護施設等において、小規模なグループによるケアを行う体制を  
整備するため、別紙1から4の通り、児童養護施設、乳児院、情緒障害児短期治療  
施設及び児童自立支援施設の各施設における′」、規模グループケア実施要綱を定め、  
平成17年4月1日から実施することとしたので、その適正かつ円滑な実施を期さ  
れたく通知する。   

なお、平成16年5月6日雇児発第0506002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長  
通知「児童養護施設のケア形態の小規模化の推進について」は、本通知の施行に伴  

い廃止する。   
おって、この通知は地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の4第1項の  

規定に基づく技術的な助言である。   

近年、児童養護施設等には、虐待を受けた子ども等の入所が増加しつつあるが、  
虐待を受けた子ども等が他者との関係性を回復させることや愛着障害を起こしてい  
る子どものケアには、これまでの大規模な集団によるケアでは限界があり、できる  
限り家庭的な衆境の中で職員との個別的な関係を重視したきめ細やかなケアを提供  
していくことが重要とされている。   

このため、児童養護施設等において、′ト規模なグループによるケアを行う体制を  
整備するため、別紙1から4の通り、児童養護施設、乳児院、情緒障害児短期治療  
施設及び児童自立支援施設の各施設における小規模グループケア実施要綱を定め、  
平成17年4月1日から実施することとしたので、その適正かつ円滑な実施を期さ  
れたく通知する。   

なお、平成16年5月6日雇児発第0506002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 通知「児童養護施設のケア形態の小規模化の推進について」は、本通知の施行に伴  
い廃止する。  おって、この通知は地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の4第1項の  
規定に基づく技術的な助言である。  



新   旧   

（別紙1）  （別紙1）  

児童養護施設における小規模グループケア実施要綱  児童養護施設における小規模グループケア実施要綱  

1．～5．（略）  1．～5．（略）  

6．職員  6．職員   

′J、規模グループケアによるケアを行う場合には、専任の職員として児童指導員   小規模グループケアによるケアを行う場合には、専任の職員として児童指導員   

又は保育士1名を加配し、他の職員と連携してケアを行うこと。   又は保育士1名を加配し、他の職員と連携してケアを行うこと。  

なお、以下のいずれかに該当する場合においては、管理宿直等職員を1名加配   

することができる。   

（D定員40人以下の施設。   

②小規模グループケアを新設する施設。ただし、新設した年度から3か牢を限度   

とする。  

7．～8．（略）  7．～8．（略）  

9．施設の指定等   9．施設の指定等  

（略）   小規模グループによるケアを実施しようとする者（職員間の連携が直れる範囲内  

で、本体施設から離れた場所で実施するものを含む。）は、都道府県知事（指定  

都市にあっては、市長とし、児童相談所設置市にあっては、児童相談所設置市の  

市長とする。以下同じ。）が定める期間内に都道府県知事へ事業実施の申請を行  

い、次により都道府県知事が各年度ごとに指定するものとする。  

なお、都道府県（指定都市及び児童相談所設置市を含む。）民生主管部（局）  

長は、当該年度の4月末日までに別添様式1により、この申請及び指定の結果   

■■  
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を、また、実施状況については、翌年度4月末日までに別添様式2により、当局  

家庭福祉課長まで報告すること。  

（1）当該施設において「児童福祉施設最低基準」（昭和23年12月29日厚生   

省令第63号）が遵守されており、かつ、法人及び施設運営が適正に行われて   

いる場合に限ること。  

（2）1本体施設について、2小規模グループケアまで指定できること。  

（1）（略）  

（2）1本体施設について、2小規模グループケアまで指定できること。   
血廷王道  

定できることL  

」⊥遇駐二⊥二ニュ二上L生i・、止・互生迫室遡上旦二辻二旦虹」二⊥⊥岨 ②1本体施艶血虹   
設 

⊥岨出建ユ上皇互生迩軋⊥塾避－」哩旦但豊里上旦室」－⊥；聖堅－ユニユニニこ  遍－と凰堕  
施設L  

皿⊥ 

ム 
由追払立通墾  

戯必適   

定できること融皇室－⊆ 

」  

（3）～（5）（略）  （3）～（5）（略）   



乳児院における小規模グループケア実施要綱  乳児院における小規模グループケア実施要綱  

1．～5．（略）   1．～5．（略）  

6．職員   

小規模グループケアによるケアを行う場合には、◆専任の職員として児童指導員   

又は保育士1名を加配し、他の職員と連携してケアを行うこと。  

6．職員   

小規模グループケアによるケアを行う場合には、専任の職員として児童指導員   

又は保育士1名を加配し、他の職員と連携してケアを行うこと。   

孝串、拗堪  

「岬   

、一口定．ロコ0人ジー下の施、＿   

卸施設。キだし、新設した年度から尽か年を準塵  

とする。  

坤  

7．～8．（略）  7．～8．（略）  

9．施設の指定等   

小規模グループによるケアを実施しようとする者（職員間の連携が取れる範囲内  

で、本体施設から離れた場所で実施するものを含む。）は、都道府県知事（指定  

都市にあっては、市長とし、児童相談所設置市にあっては、児童相談所設置市の  

市長とする。以下同じ。）が定める期間内に都道府県知事へ事業実施の申請を行   

い、次により都道府県知事が各年度ごとに指定するものとする。   

なお、都道府県（指定都市及び児童相談所設置市を含む。）民生主管部（局）   

9．施設の指定等  

（略）  



長は、当該年度の4月末日までに別添様式1により、この申請及び指定の結果  

を、また、実施状況については、翌年度4月末日までに別添様式2により、当局  

家庭福祉課長まで報告すること。  

（1）当該施設において「児童福祉施設最低基準」（昭和23年12月29日厚生   

省令第63号）が遵守されており、かつ、法人及び施設運営が適正に行われて   

いる場合に限ること。  

（2）1本体施設について、2小規模グループケアの指定とすること。  

（1）（略）  

（2）1本体施設について、2小規模グループケアまで指定できること。   

皇宣」且王政壁  

ご三上j言⊥＿＿  

二Lリ旦坦二⊥二＝・ニュ二三立上⊥⊥」三三皇室過こコ』－ユニ主上」ニ」ミニ蓮ぷ一   ②1本体施設壷虹   
訳し  

⊥幽軋＿些呈出塵呈上辿室⊥、⊥⊥軋些二⊥二ニュ二こ  
進二王互生蛙上塾塁上二呈塵三き＿皇ユ里堂上⊥虹⊥ぷ⊥主   

施設L  

なお、毎年牒、前場な希望すごー魂藩トハニーーズ等を呉こ寒こ一、1華麗主作に一二・   

き、埴 種別〔児童養き 臥乳児院、情緒障害児短週虚捏造塁上崖塵旦こよ  
如」建  

＿逓剋皇＿迫上土適宜註塾生む1＿直弘皇塾姐－－・≡一三－ユニ⊥濫造蓮   

定できること両ニ  

：二 

（3）～（5）（略）  （3）～（5）（略）   



情緒障害児短期治療施設における小規模グループケア実施要綱  情緒障害児短期治療施設における小規模グループケア実施要綱  

1．～5，（略）  1．～5．（略）  

・ノ   

6，職員   

小規模グループケアによるケアを行う場合には、専任の職員として児童指導員   

又は保育士1名を加配し、他の職員と連携してケアを行うこと。   

旦畢、以下のいずれかに併当する♯合においては、管理宿直等聯欄を1名・加東   

することができる。  

n在－ヰ0人、以Fの施程   

壷蝿模グ′レープケアを新設する施設。ちだし、新設した年度中ヰ3か隼を腰塵  

とする。  

6．職員   

小規模グループケアによるケアを行う場合には、専任の職員として児童指導員   

又は保育士1名を加配し、他の職員と連携してケアを行うこと。  
l■  

7．～8．（略）  7．～8，（略）  

9．施設の指定等   

小規模グループによるケアを実施しようとする者（職員間の連携が取れる範囲内  

で、本体施設から離れた場所で実施するものを含む。）は、都道府県知事（指定  

都市にあっては、市長とし、児童相談所設置市にあっては、児童相談所設置市の  

市長とする。以下同じ。）が定める期間内に都道府県知事へ事業実施の申請を行   

い、次により都道府県知事が各年度ごとに指定するものとする。   

なお、都道府県（指匡都市及び児童相談所設置市を含む。）民生主管部（局）  

長は、当該年度の4月末日までに別添様式1により、この申請及び指定の結果   

9．施設の指定等  

（略）  



を、また、実施状況については、翌年度4月末日までに別添様式2により、当局  

家庭福祉課長まで報告すること。  

（1）当該施設において「児童福祉施設最低基準」（昭和23年12月29日厚生   

省令第63号）が遵守されており、かつ、法人及び施設運営が適正に行われて   

いる場合に限ること。  

（2）1本体施設について、2小規模グループケアの指定とすること。  

（1）（略）  

（2）1本体施設について、2小規模グループケアまで指定できること。  

堅だし、以下①～③のすべてに該当する場合は3小規模グルrプケアまで指  

定できること。   

①′」堀模グループケアを5年以上本実施要附こ準じた形で案挿している施設L  

②1本体施掛こついて、すでに2小規模グループケアの指定を受けている唯 

設 。   

③都道府県等が当碗施設の設備、職員配Ⅱ等を勘案し、′」過疎グル‾プケア邑   

関する研修を継続して実施できる主要受け入れ施設として適当であると認吟是  

施設。   

なお、毎年度、研修を希呈する施設のニーズ等を勘案烏ゝ」実施主附こつ  

き、施設那り（児壬♯礫滝臥乳児院、情緒障眉児短鞄歴摩施臥児童自立支   

援施設）を通じて1施設指定できること。ただし、1実施主体において、施鰹  

穂別を通じた総施設数が20施殻を超える場合は、必要に応ぶさらに1施設指  

凍こ1施設指定できるこ∴   
L  

（3）～（5）（略）  （3）～（5）（略）   



児童自立支援施設における小規模グループケア実施要綱  児童自立支援施設における小規模グループケア実施要綱  

1．～5．（略）  1．～5．（略）  

6．職員   

′ト規模グループケアによるケアを行う場合には、専任の職員として児童指導員   

又は保育士1名を加配し、他の職員と連携してケアを行うこと。  

6．職員   

小規模グループケアによるケアを行う場合には、専任の職員として児童指導員   

又は保育士1名を加配し、他の職員と連携してケアを行うこと。   

紳、管翠碍直筆職員を1名迦塵  

することができる。   

p定員40人以下の施設。   

捌か年を限度  

とする。  

呵  

7．～8．（略）  7．～8．（略）  

9．施設の指定等   

小規模グループによるケアを■実施しようとする者（職員間の連携が取れる範囲内   

で、本体施設から離れた場所で実施するものを含む。）は、都道府県知事（指定  

都市にあっては、市長とし、児童相談所設置市にあっては、児童相談所設置市の  

市長とする。以下同じ。）が定める期間内に都道府県知事へ事業実施の申請を行   

い、次により都道府県知事が各年度ごとに指定するものとする。   
なお、都道府県（指定都市及び児童相談所設置市を含む。）民生主管部（局）   

長は、当該年度の4月末日までに別添様式1により、この申請及び指定の結果   
を、また、実施状況については、翌年度4月末日までに別添様式2により、当局   
家庭福祉課長まで報告すること。   

9．施設の指定等  

（略）  



（1）当該施設において「児童福祉施設最低基準」（昭和23年12月29日厚生   
省令第63号）が遵守されており、かつ、法人及び施設運営が適正に行われて   
いる場合に限ること。  

（2）1本体施設について、2小規模グループケアの指定とすること。  

（1）（略）  

（2）1本体施設について、2小規模グループケアまで指定できること。  
如、規模グループケアまで指  

皇二きで－∴＝  

訳 
・  

造言主」  

と。  
（3）～（5）（略）  （3）～（5）（略）   
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「母子家庭等対策総合支援事業費の国庫補助について」の一部改正新旧対照表（案）   



新   旧   

別 紙   別 紙   

母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金交付要綱   母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金交付要綱   

（通則）   （通則）   

1母子家庭対策等総合支援事業費国庫補助金については、予算の範囲内において交付するも  1母子家庭対策等総合支援事業費国庫補助金については、予算の範囲内において交付するも   
のとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）、補助  のとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）、補助   
金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号。以下   金等に係る予算の執行の適正化に関する泣律施行令（昭和30年政令第255乳以下   

「適正化法施行令」という。）及び厚生労働省所管補助金等交付規則（平成12年令   「適正化法施行令」という。）及び厚生労働省所管補助金等交付舶（矧2年貰孟芸令   

第6号）の規定によるほか、この交要綱の定めるところによる。   第6号）の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。   

（交付の目的）   （交付の目的）   

2 この補助金は、別表の第1欄に掲げる母子家庭等対策総合支援事業の実施に要する経費に  2 この補助金は、別表の第1欄に掲げる母子家庭等対策総合支援事業の実施に要する経費に   

対し補助金を交付し、・もって地域における母子家庭等対策の一層の普及促進を図ることを目  対し補助金を交付し、もって地域における母子家庭等対策の一層の普及促進を図ることを目   

的とする。   的とする。   

（交付の対象）   （交付の対象）   

3この補助金の交付の対象となる事業（以下「交付対象事業」という。）は、次の事業とする。  
月11日雇児発第111100】号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知の別紙「児童虐待・D  

Ⅴ対策等総合支援事業及び母子家庭等対策総合支援事業実施要綱」の第2の2に定める次の  

事業とする。  

（1）平成20年7月22日雇児発第0722003号「母子家庭等就業・自立支援事業の実施について」   

に基づき、都道府県、指定都市、中核市、市（指定都市及び中核市を除き、特別区を含む。  じ。）及び福祉事務所を設置する町村が行う母子家庭等就業・自立支援事業  
以下同じ。）及び福祉事務所を設置する町村が行う母子家庭等就業・自立支援事業  

（2）平成15年6月18日雇児発第0618003号「母子家庭専日常生活支凄事業の実施について」に   （2）都道府県、指定都市及び中核市が行う母子家庭等日常生活支援事業並びに市町村（指定   

基づき、都道府県、措定都市及び中核市が行う母子家庭等日常生活支援事業並びに市町村  都市及び中核市を除き、特別区を含む。以下同じ。）が行う事業に対して都道府県が補助す   

（指定都市及び中核市を除き、特別区を含む。以下同じ。）が行う事業に対して都道府県が  

補助する事業  

（3）平成15年6月18日雇児発第0618005号「ひとり親家庭生活支援事業の実施について」に基   

ヱ皇」都道府県、指定都市及び中核市が行うひとり親家庭生活支援事業並びに市町村が行  

う事業に対して都道府県が補助する事業  

（4）平成15年6月30日雇児発第0630009号「母子家庭自立支援給付金事業の実施について」に   

基づき、都道府県、指定都市、中核市、市及び福祉事務所を設置する町村が行う母子家庭  
自立支援給付金事業  

（5）平成19年4月17日雇児発第0417003号「母子自立支援プログラム策定等事業の実施につい   

i粛  

N
か
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パ
ー
 
 
 



ログラム策定等事業  て」に基づき、都道府県、指定都市、中核市、市及び福祉事務所を設置する町村が行う母   

子自立支援プログラム策定等事業   

（交付額の算定方法）  

4 この補助金の交付額は、次により算出された額の合計額とする。ただし、算出された合計   

額に1，000円未満の端数が生じた場合には、これを切捨てるものとする。  

（1）3の（5）以外の事業   

ア 都道府県、指定都市及び中核市が行う事業（3の（1）（4）については市及び福祉事  

務所を設置する町村が行う事業を含む。）   

（ア）別表第2欄の各種目ごとに、第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支  

出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額  

とを比較して少ない方の額を選定する。   

（イ）（ア）により選定された額（3の（2）の事業については、選定された額から平成1  

5年6月18日雇児福発第0618001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長通  

知の「母子家庭等日常生活支援事業の円滑な運営について」の別紙2に定める費用負  

担基準による徴収額を控除した額）に第5欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額  

とする。   

イ 市町村が行う事業に対して都道府県が補助する事業  

アの（ア）に準じて選定された額（3の（2）の事業については、選定された額から平  

成15年6月18日雇児福発第0618001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課  

長通知の「母子家庭等日常生活支援事業の円滑な運営について」の別紙2に定める費用  

負担基準による徴収額を控除した額）に4分の3を乗じて得た額の合計額と、都道府県  

が補助した額の合計額とを比較して少ない方の額に第5欄に定める補助率を乗じて得た  

額を交付額とする。  

（2）3の（5）の事業  

の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を交   

付額とする。  
別表第3欄に定める基準額と第4柵に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方  

（交付額の算定方法）  

4 この補助金の交付額は、次により算出された額の合計額とする。ただし、算出された合計   

額に1，000円未満の端数が生じた場合には、これを切捨てるものとする。  

（1）3の（5）以外の事業   

ア 都道府県、指定都市及び中核市が行う事業（3の（1）（4）については市及び福祉事  

務所を設置する町村が行う事業を含む。）   

（ア）別表第2欄の各種目ごとに、第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支  

出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額  

とを比較して少ない方の額を選定する。   

（イ）（ア）により選定された額（3の（2）の事業については、選定された額から平成1  

5年6月18日雇児福発第0618001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長通  

知の「母子家庭等日常生活支援事業の円滑な運営について」の別紙2に定める費用負  

担基準による徴収額を控除した額）に第5欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額  

とする。   

イ 市町村が行う事業に対して都道府県が補助する事業  

アの（ア）に準じて選定された額（3の（2）の事業については、選定された額から平  

成15年6月18日雇児福発第0618001号厚生労働省雇用均等り已童家庭局家庭福祉課  

長通知の「母子家庭等日常生活支援事業の円滑な運営について」の別紙2に定める費用  

負担基準による徴収額を控除した額）に4分の3を乗じて得た額の合計額と、都道府県  

が補助した額の合計額とを比較して少ない方の額に第5欄に定める補助率を乗じて得た  

額を交付額とする。  

（2）3の（5）の事業  

別表第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方   

の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を交   

付額とする。  

（交付額の下限）  

5牒ない場創こは、交   

付の決定を行わないものとする。   

（交付の条件）  

旦 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。  
（1）事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、厚生労働大臣の承認を受けな  

ければならない。  

（2）事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。  

（3）事業により取得し、又は効用の増加した価格が、単価50万円以上の機械及び器具につ   

いては、適正化法施行令第14条第1項第2号の規定により、厚生労働大臣が別に定める  

（交付の条件）  

旦 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。  

（1）事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、厚生労働大臣の承認を受けな  

ければならない。  

（2）事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。  

（3）事業により取得し、又は効用の増加した価格が、単価50万円以上の機械及び器具につ  

いては、適正化法施行令第14粂第1項第2号の規定により、厚生労働大臣が別に定める   



期間を経過するまで厚生労働大臣の承静を受けないで、この補助金の交付の目的に反して   

使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。  
（4）厚生労働大臣の承終を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収  

入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。  

（5）事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完7後においても善良  

な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。  

（6）この補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式第1による調書   

を作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及び   

証拠書類を事業完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にはその承終を受けた  

日）の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。  

（7）都道府県は、国から概算払いにより間接補助金に係る補助金の交付を受けた場合には、   

当核概算払を受けた補助金に相当する額を遅滞なく間接補助事業者に交付しなければなら  

ない。  

（8）都道府県は、間接補助金を間接補助事業者に交付する場合には、（1）から（6）に掲げ  

る条件を付さなければならない。  

この場合において（1）、（2）及び（4）中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知   

事」と、「国庫」とあるのは「都道府県」と、（3）中「厚生労働大臣の承認」とあるのは   

「都道府県知事の承終」と、（6）中「補助金」とあるのは「間接補助金」と読み替えるも  

のとする。  

（9）（8）により付した条件に基づき都道府県知事が承許する場合に点、あらかじめ厚生労働  

大臣の承静を受けなければならない。  

（10）間接補助事業者から財産の処分による収入の全部又は一部の納付があった場合には、そ  

の納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。   

（申請手続）  

且 この補助金の交付の申請は、次により行うものとする。  

（1）市及び福祉事務所を設置する町村が実施する母子家庭等就業・自立支援事業、母子家庭  

自立支援給付金事業及び母子自立支援プログラム策定等事業  

市町村長は、別紙様式第2による申請書を都道府県知事が別に定める日までに都道府県   

知事に埠出し、都道府県知事は、前記申請書を受理したときは、必要な審査を行い、適正   

と絡めたときはこれをとりまとめのうえ、毎年度且月末日までに厚生労働大臣に提出する  

ものとする。  

（2）上記（1）以外の事業  

別紙様式第3による申請書を毎年度且月末日までに厚生労働大臣に埠出して行うものと  

する。   

（変更申請手続）  

ユ ニの補助金の交付決定後の事情の変更により、交付申請の内容を変更して追加交付申請等   

を行う場合には、旦に定める申請手続きに従い、毎年度1月末日までに行うものとする。   

期間を経過するまで厚生労働大臣の承瓢を受けないで、この補助金の交付の目的に反して   

使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。  
（4）厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収   

入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。  

（5）事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良   

な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。  

（6）この補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式第1による調書   

を作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及び   

証拠書類を事業完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にはその承欝を受けた   

日）の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。  

（7）都道府県は、国から概算払いにより間接補助金に係る補助金の交付を受けた場合には、   

当該概算払を受けた補助金に相当する額を遅滞なく間接補助事業者に交付しなければなら   

ない。  

（8）都道府県は、間接補助金を間接補助事業者に交付する場合には、（1）から（6）に掲げ   

る条件を付さなければならない。  

この場合において（1）、（2）及び（4）中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知   

事」と、咽庫」とあるのは「都道府県」と、（3）中「厚生労働大臣の承軌 とあるのは   

「都道府県知事の承軌 と、（6）中「補助金」とあるのは「間接補助金」と折み替えるも   

のとする。  

（9）（8）により付した条件に基づき都道府県知事が承認する場合には、あらかじめ厚生労働   

大臣の承認を受けなければならない。  

（10）間接補助事業者から財産の処分による収入の全部又は一部の納付があった場合には、そ   

の納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。  

霹軌  

（申請手続）  

ヱ この補助金の交付の申請は、次により行うものとする。  

（1）市及び福祉事務所を設置する町村が実施する母子家庭等就業・自立支援事業、母子家庭  

自立支援給付金事業及び母子自立支援プログラム策定等事業  

市町村長は、別紙様式第2による申請書を都道府県知事が別に定める日までに都道府県  

知事に提出し、都道府県知事は、前記申請書を受理したときは、必要な審査を行い、適正   

と絡めたときはこれをとりまとめのうえ、毎年度旦月末日までに厚生労働大臣に提出する  

ものとする。  

（2）上記（1）以外の事業  

別紙様式第3による申請書を毎年度旦月末日までに厚生労働大臣に提出して行うものと  

する。   

（変更中諸手続）  

旦 この補助金の交付決定後の事情の変更により、交付申請の内容を変更して追加交付申請等   

を行う場合には、ヱに定める申請手続きに従い、毎年度別に定める日までに行うものとする。  



（交付決定までの標準的期間）  

旦 国は、交付申請書又は変更交付申請書が到達した日から起算して原則として2か月以内に   

交付の決定（決定の変更を含む。）を行うものとする。   

（補助金の概算払）  

且 厚生労働大臣は、必要があると諦める場合においては、国の支払計画承認額の範囲内にお   

いて概算払をすることができる。   

（実績報告）  

週 この補助金の事業実績報告は、次により行うものとする。  

（1）市及び福祉事務所を設置する町村が実施する母子家庭等就業・自立支援事業、母子家庭  

自立支援給付金事業及び母子自立支援プログラム策定等事業  

市町村長は、事業が完了した日から起算して1ケ月を経過した日（旦の（2）より事業  

の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から起算して1ケ月  

を経過した日）又は都道府県知事が別に定める日のいずれか早い日までに別紙様式第4に  

よる報告書を都道府県知事に撞出し、都道府県知事は、前記報告書を受理したときは、必   

要な審査を行い、適正と認めたときはこれを取りまとめのうえ、翌年度4月末日（旦の（2）   

により事業の中止又は廃止わ承終を受けた場合にあっては、当弦承認通知を受理した日か  

ら起算して1か月を経過した日）までに厚生労働大臣に堆出しなければならない。  

（2）上記（1）以外の事業  

別紙様式第5による報告書を、事業の完了した日から起算して1ケ月を経過した日（旦   
の（2）により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、当該承認通知を受理  

した日から起算して1か月を経過した日）又は翌年度4月末日のいずれか早い日ま・でに厚   

生労働大臣に提出しなければならない。  

（交付決定までの標準的期間）  

且 国は、交付申請書又は変更交付申請書が到達した日から起算して原則として2か月以内に   

交付の決定（決定の変更を含む。）を行うものとする。   

（補助金の概算払）  

週 厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承終額の範囲内にお   

いて概算払をすることができる。   

（実績報告）  

Ⅱ この補助金の事業実績報告は、次により行うものとする。  

（1）市及び福祉事務所を設置する町村が実施する母子家庭等就業・自立支援事業、母子家庭  

自立支援給付金事業及び母子自立支援プログラム策定等事業  

市町村長は、事業が完了した日＿から起算して1ケ月を経過した日（且の（2）より事業  

の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から起算して1ケ月  

を経過した日）又は都道府県知事が別に定める日のいずれか早い日までに別紙様式第4に  

よる報告書を都道府県知事に提出し、都道府県知事は、前記報告書を受理したときは、必   

要な審査を行い、適正と絡めたときはこれを取りまとめのうえ、翌年度4月末日（且の（2）  

により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、当該承認通知を受理した日か  

ら起算して1か月を経過した日）までに厚生労働大臣に捷出しなければならない。  

（2）上記（1）以外の事業  

別紙様式第5による報告書を、事業の完了した日から起算して1ケ月を経過した日（旦   

の（2）により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、当該承認通知を受理  

した日から起算して1か月を経過した日）又は翌年度4月末日のいずれか早い日までに厚   

生労働大臣に提出しなければならない。  

（補助金の返還）  

週 厚生労働大臣は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補   

助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について国庫に返還すること   

を命ずる。   

（その他）  

迫 特別の事情により4、7、8及び11に定める算定方法、手続きによることができない場合   
には、あらかじめ厚生労働大臣の承謬を受けてその定めるところによるものとする。  

（補助金の返遷）  

止 厚生労働大臣は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補   

助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について国庫に返還すること   

を命ずる。   

（その他）  

週 特別の事情により4、6、7及び川に定める算定方法、手続きによることができない場合   

には、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。   



新  旧   

別 表  別 表  

1区分  2種目  3基準額   4対象経費  5補助率  1区分  2種目  3基準額   4対象経費  5補助率  

母子家  母子家庭等就  母子家  母子家庭等就  
庭専対   庭等対   

策総合  菓・自  （5）の各事業については、事業毎の金額に、事業の  クー事業の実施に  策総合  業・自  （5）の各事業については、事業毎の金額に、事業の  クー事業の実施に  
支援事  支援事  

簑   費、報償費、資金、  業   費、報償費、賃金、  
・3事業を実施している場合  0．95   旅費、需用費（食  ・3事業を実施している場合  0．95   旅費、需用費（食  
・4事業を実施している場合  1．0   鴇費、印刷製本  ▼4事業を実施している場合  1．0   糧費、印刷製本  

費消耗口費）役  費、消耗品費）役  

1母子家庭寄託業・自立支援センター事業   務費（通信運搬  1母子家庭等就業・自立支援センター事業   務費（通信運搬  

（1）就業支援事業   
費）、委託料、使用  

（1）就業支援事業   
費）、委託料、使用  

料及び貸借料傭  
1センター当たり旦ユ迫』迫巴  

料及び貸借料、備  
1センター当たり、事斐の過当たり妾施日勤に応じ以  晶購入費  
下のア～りに定める金権  

ア過5日以下の室旅の場合旦1ヱ旦む週旦巴ノ  

イ遇6日妾施の揚合 鮎迫Z』⊆迫巴  

ウ胡78妾鮪の媛舎 監迫1』迫巴  

（2）就業支援練習会等事業  （2）就業支援維習会等事業  

1センター当たり 8，541．000円  1センター当たり 8，541，000円  

（3）就業情報提供事業  （3）就業情報提供事業  

1センター当たり 2，575，000円  1センター当たり 2，575，000円  

（4）在宅就業推進事業  （4）在宅就業推進事巣  

1センター当たり 2．000．000円  1センター当たり2．000，000円  

（5）母子家庭等地域生活支援事業  （5）母子家庭等地域生活支援事業  

1センター当たり、事業の凋当たり妾旛日数に応じ以  1センター当たり旦1遊里▲馳巴  

下のア～りに定める一金額  

ア遇5日婁族の開所のj身倉皇．皇盟遡迫巴  

イ週6計実態の場合 旦且』⊥旦！迫且  

ウ過7【】妾施の媛合 皇1退廷⊥鎚拉且  

（6）母子家庭等就業・自立支援センター  （6）母子寮塵等就業・自立支援センター  

指導職鼻養成セミナー事業  指導職貞養成セミナー事業  

1プロッタ当たり  上』迫ユ辿巴  1ブロック当たり  上▲旦出⊥旦迫巴  

一般市等就業・  一般市等就業・  
次により算出された額の合計額  自立支援事業の美  1／2  次により算出された額の合計額  自立支援事業の実  1／2  

2一般市事故業・自立支援事業   施に必要な報酬、  2一般市等就業・自立支援事業   施に必要な報酬、  
共済背、報償費、  共済費、報償費 
賃金、旅費、需用  、 貸金、旅費、需用  

費（食糧費、印刷  費（食槍費、印刷  
製本費、消耗品  製本費、消耗品  
費）、役務費（通借  費）、役務費（通信  
運搬費）、委託料、  運搬費）、委託料、  
使用料及び貸借  使用料及び貸借  
料、備品購入費  料、備品購入費  

ぎ1  

∽
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母子家庭等日常  
生活支援事業の実  
施に必要な報酬、  
貸金、報償費、旅  
費、需用費（印刷  
製本費）、役務費  
（通信運搬費）、  

委託料   

母子家  
庭等日  
常生活  
支援事  
業  

母子家庭等日常  
生活支援事業の実  
施に必要な報酬、  
貸金、報償費、旅  
費、需用費（印刷  
製本費）、役務費  

（通信運撤費）、  
委託料  

母子家  
庭等日  
常生活  
支援事  
業  

次により算出した額の合計額  

1事務費分   

1か所当たり1，204，000円  

次により算出した額の合計額  

1事務費分   

1か所当たり1．204．000円  

2 派遣手当分  

（1）子育て支援  

2 派遣手当分  

（1）子育て支援  

深夜、早朝以外の通常勤務時間（9：00～  
18：00）  

なお、講習会会場、そのほか適切な施設にて  
子育て支援をする場合については、次のイの  
単価とする。  

（ア）児童1人の場合  

深夜、早朝以外の通常勤務時間（9：00～  
18：00）  

なお、講習会会場、そのほか適切な施設にて  
子育て支援をする場合については、次のイの  
単価とする。  

（ア）児童1人の場合  

ア  

740円×延活動単位数  

（イ）児童2人の場合  

740円×延活動単位数×1．5  

（ウ）児童3人の場合  

740円×延活動単位数×2  

（エ）児童4人の場合  

740円×延活動単位数×2．5  

（オ）児童5人の場合  

740円×延活動単位数×3  

イ拝習全会場等  

1，110円×延活動単位数  

ウ早朝、深夜等（18：00～翌日9：00）   
なお、宿泊する場合については、宿泊分（22   
時～翌5時）の時間については次のエの単位   

とする。  

（ア）児童1人の場合  

920円×延活動単位数  

（イ）児童2人の場合  

920円×延活動単位数×1．5  

（ク）児童3人の場合  

920円×延活動単位数×2  

（エ）児童4人の場合  

920円×延活働単位数×2．5  

740円×延活動単位数   

（イ）児童2人の場合  

740円×延癌動単位数×1．5  

（ウ）児童3人の場合  

740円×延活動単位数×2  

（エ）児童4人の場合  

740円×延活動単位数×2．5  

（オ）児童5人の場合  

740円×延活動単位数×3  

イ誇習全会場等  

1，110円×延活動単位数  

り早朝、深夜等（18：00～翌日9：00）   
なお、宿泊する場合については、宿泊分（22   
時～翌5時）の時間については次のエの単位   

とする。   

（ア）児童1人の場合  

920円×琴活動単位数  

（イ）児童2人の場合  

920円×延活動単位数×1．5  

（ウ）児童3人の場合  

920円×延活動単位数×2  

（ェ）児童4人の場合  

920円×延活動単位数×2．5  



旧   

（オ）児童5人の場合  

920円×延活動単位数×3   

エ宿泊分  

3，680円×延児童数   

オ移動時間  

移動時間については、訪問先から次の派遣先  
に移動する場合について、次のように活動単  
位数を換算し、1，530円を乗じて得た額とする。  

1．530円×延活動単位数   

（ア）30分未満は、0単位   

（イ）30分以上1時間未満は、0．5単位   

（ウ）1時間以上は1単位  

（2）生活援助   

ア深夜、早朝以外の通常勤務時間（9：00～18：00）  

1．530円×延活動単位数   

イ早朝、深夜等（18：00～翌日9：00）  

1，910円×延活動単位数   

ウ移動時間  

移動時間については、坊間先から次の派遣先  
に移動する場合について、次のように活動単  
位数を換算し、1，530円を乗じて得た額とする。  

1，530円×延活動単位数   

（ア）30分未満は、0単位   

（イ）30分以上1時間未満は、0．5単位   

（ウ）1時間以上は1単位   

（オ）児童5人の場合  

920円×延活動単位数×3   

エ宿泊分  

3．680円×延児童数   

オ移動時間   

移動時聞については、訪問先から次の派遣先  
に移動する場合について、次のように活動単  
位数を換算し、1．530円を乗じて得た額とする。  

1．530円×延活動単位数   

（ア）30分未満は、0単位   

（イ）30分以上1時間未満は、0．5単位   

（ウ）i時間以上は1単位  

（2）生活援助   

ァ深夜、早朝以外の通常勤務時間（9：00・、一18：00）  

1，530円×延活動単位数   

イ早朝、深夜等（18：00～翌日9：00）  

1，910円×延活動単位数   

ウ移動時間  

移動時間については、訪問先から次の派遣先  
に移動する場合について、次のように活動単  
位数を換算し、1，530円を乗じて得た額とする。  

1，530円×延活動単位数   

（ア）30分乗瀞は、0単位   

（イ）30分以上1時間未満は、0，5単位   

（ウ）1時間以上は1単位  



新  
旧  

ひとり親家庭生活  1／2  ひとり  次により算出した額の合計額  
ひとり親家庭生活  

ひとり  次により算出した額の合計額  
支援事業の実施に  親家庭  支援事業の実施に   

親家庭  
必要な報酬、賃  生活支  必要な報酬、貨  

生活支  
援事業   金、報償費、旅費、  援事業  金、報償費、旅費、  

皇1旦呈乙塑也巴  需用費（食撮費、  
需用費（食糧費、  

消耗品費）、役務  1年活支援講習△  消耗品費）、役務  
2生活支援講習会事  

’音速搬費）  
費（通信運搬費）、  

土建』迫巴×吉井座開催回数  委託料、使用料及  土壁』迫巴×講座開催回数  委託料、使用料及  

び賃借料  
び賃借料  

2健康支援事業  
市町村  

が行う  が行う  

事業に  1か所当たり934．000円  事業に  
対して  

都道府  
3土日・夜間電話相談事業  都道府  

県が補  1か所当たり2，612．000円  県が補  
助する  

皇児童訪問援助事業  場合  
呈児童訪問援助事業   

（1）1回の訪問が1日場合  市町村   対して   助する 場合  （1）1回の訪問が1日場合  2／3  

7．660円×訪問延回数  7，660円×訪問延回数  

（2）1回の訪問が半日の場合  
（2）1回の訪問が半日の場合  

4，910円×訪問延回数  4，910円×訪問延回数  

4ひとり親家庭情報交換事業  
皇ひとり親家庭情報交換事業  

1か所当たり 213，000円  Ⅰか所当たり 213，000円  

母子家庭自立支援  母子家   母子家庭自立支援  
母子家   
庭自立  給付金事業の実施  庭自立  給付金事業の実施  

支援給  に必要な負担金、  支援給  に必要な負担金、  

補助及び交付金、  付金事 業   
補助及び交付金、  

付金事 業   扶助費   扶助費   

教育訓練経費の20％相当額  教育訓練経費の20％相当額  

（4，001円以上100，000円以下）  （4，001円以上100，000円以下）  

なお、教育訓練開始日が平成19年9月以前の場合  

教育訓練終審の40％相当額  

（8．001円以ヒ200．000以下）   

∽
∽
 
 
 



新  旧  

2高等技能訓練促進費等事業  2高等技能訓練促進費等事業  

（1う高等技能訓練促進費（母子及び寡婦福祉法施行  （1）高等技能訓練促進費（母子及び寡婦福祉法施行  

令（昭和39年政令第224号。以下「令」という。）第  令（昭和39年政令第224乳以下「令」という。）第  

30粂に基づく高等職業訓練促進給付金）  30粂に基づく高等職業訓練促進給付金）  

ア平成21年5月以前の月分に係る支給  

（ア）平成19年度以前に修業を開始した者  

103、000円×支給妊月数  

（イ）平成20年唐以後に修業を開始した者  

者 

103．000円×支給征月数  

b市町村民税課税世常に属する者  

51．500円×支給妊月数  

2 イ平成1年6月以後の月分に係る支給  

Z平成19年度以前に修業を開始した者  止ユ平成19年度以前に修業を開始した者  

141，000円×支給延月数  141，000円×支給延月数  

∠平成20年度以後に修業を朋始した者  地平成20年度以後に修業を開始した者  

1a市町村民税非昧税世帯に属する者  旦市町村民税非課税世帯に属する者  

141，000円×支給延月数  141．000円×支給延月数  

血ユ市町村民税課税世帯に属する者  上市町村民税課税世帯に属する者  

70，500円×支給延月数  70．500円×支給延月数  

（2）入学支援修了一時金（全第30粂の2に基づく高等  （2）入学支援修了一時金母子及び真嬉福祉法旅行  

職業訓練修了支援給付金）  合（昭和39年政令儀224阜■以下「合はいう∩）第  

30粂の2に基づく粛啓職業訓練修了支援給付金）  

ア 市町村民税非課税世帯に属する者  ア市町村民税非裸税世帯に属する者  

50，000円×支給件数  50，000円×支給件数  

イア以外の者  イア以外の者  

25，000円×支給件数  25．000円×支給件数  

母子自   次により算出した額の合計額   母子自立支援プ  母子自   次により算出した額の合計額   母子自立支援プ  
立支援  ログラム策定等事   立支援  ログラム策定等事   
プログ  ラム兼  1母子自立支援プログラム策定事業   業に必要な報酬、  プログ   1母子自立支援プログラム策定事業   

菓に必要な報酬、  
温飯皇貸金旅  ラム策  免償畳、賃金、旅  

定等事  1プログラム当たり 20，000円   費、需用費（消寺毛  定等事  1プログラム当たり 20，000円   費、需用費（消耗  

晶費、燃料費、印  業  
2就職準備支援コース事業   

晶費、燃料費、印  業  
2就職準備支援コース事業  別製本費）、役務  別製本費）、役務  

1人1か月当たり 30，000円（3か月を上限）   費（通信運搬費）、  1人1か見当たり 30．000円（3か月を上限）   費（通信運搬費）、  
委託料、共済費  委託料、共済費  

宅  

∽
の
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別紙様式羊1  

母子家庭等対策総合支援事業菜園庫補助金調書  
嘉；T痢＝l且l措官舎l市・由紙筒・禽℡Tl寸l貪  

地方公共団体  
匹  

歳入  ま出  
絹物率  備考  

歳出予井村E   交付決定の額  科目  予算現餞   収入済租  科日  予算現鑓   うち臼序袖助金  相当縫   支出済額   うち匡闇持削功会  当鎮  相  

円  円  円  円  円  円  円  

ロコ  

（注）  

1．r科目Jは．匝の慮出予算科目の区分に対応する部分まで区分して記駄すること．  

2．「予算現帆は、鑓入にあっては．当初予算旬L袖正予算輯等の区分を、慮出にあっては．当初予井凱純正予算臥千鶴資支出臥充用せ渡臨写の区分を明らかにして記放すること．  

3，「鵬考」は、参考となるぺき事項を適宜記捜すること．   

別丑ほ式儀1  

母子家庭等対策総合支媛事業費国庫補助金調香  
触；書打電I一拍含血嵩・lわ引hb・南■一義寸1三R  

地方公共l卦体  

笹  
慮入  慮出  

相戦串  怜考  

鼠出予算制月   交付決定の紡  科目  予算現絨   収入済領  韓日  予耳秋用   うち一句咋細物金  相当額   支出済側   うち【塾秤細物金  柏当随  

円  円  円  円  円  円  円  

轟  

（注）  

1．「科白」は、団の慮出予井村自の区分に対応する部分手で区分して記鼓すること．  

2．r予算現嘲」は．慮入にあっては、当初予算乱用正千丈鵠等の区分を、歳出にあっては、当初千舟舗、相正予耳臥干鵬策支出臥充用増減q等の区分を明らかにして記載すること．  

3．＝断筆」は∴参考となるぺき事項を適宜記鼓すること．   
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番  号  

平成  年  月  日  

別紙様式第2  番  号  

平成  年  月  日  

別紙様式第2  

厚 生 労 働 大 臣 殿  厚 生 労働 大 臣 殿  

市 町 村 長 印  市 町 村 長 印  

母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金の交付申請について  母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金の交付申請について  

標記について、次により国庫補助金を交付されるよう関係書類を添えて申請する。  標記について、次により国庫補助金を交付されるよう関係書類を添えて申請する。  

1 国庫補助金交付申請額  金  1 国庫補助金交付申請額  金  

母子家庭等就業・自立支援事業（一般市等庇業・支援自立支援事業）  

金  円  

母子家庭自立支援給付金事業  金  円  

母子自立支援プログラム策定等事業 金  円  

2 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金所要額調書（別表1）  

3 母子家庭等対策総合支嘩事業計画書（平畔誇‖‖001号厚生  

蜘・DV対農等総合支援事業及び母子家庭  
等対策総合支抑  

聯こよる事業計画書）   
（添付書類）  

（1） 当核年度の歳入歳出予算（見込）書、抄本（当該補助事業の支出予定額を備考欄  

に明記すること。）  

（2） その他参考となる資料   

母子家庭等就業・自立支援事業（一般市等就農・支援自立支援事業）  

金  円  

母子家庭自立支援給付金事業  金  円  

母子自立支援プログラム策定等事業 金  円  

2 母子家庭筆対策総合支援事業費国庫補助金所要額調書（別表1）  

3 母子家庭等対策総合支頓事業内訳書（別表2）  

（添付書類）  

（1） 当該年度の歳入歳出予算（見込）書、抄本（当該補助事業の支出予定額を備考柵  

に明記すること。）  

（2） その他参考となる資料  



（別釦）  

母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金所要額調書  

（市町村名）  

区  分   ：■  美  名   紐讐蒜▼   

ヽ   
l■   】】   C   

R   

D  
R   

E  f  

R   

G  円   li R  

母子夏鳥零封第毒亀倉支援事業  母子置庭草競馬一色立夏填事業 ト椴帯革 レー2  

些  
杜羞・さ立支援事煮）  

盈耳・野庭自寸号1i按1寸＆1藍  
ユ／ヰ  

母子邑立支援プログラム策定隻手秦  llIハ○  

合    計  

（l已最上の撼）  

l本童は・ホ及び射止事務所紺t十研削朽うト舵市事故毒・自立東研勤（市町桝〉在校御相計「母子餌自立真如付帥乳（印材の正接補助粥）及びー母子自立支援プログラム爾露草亭乳 （市町村の祉嬢補助事業）について記♯するこL  
2E膚には、本通知に有畑相川印陀儀入ナること  

3F鵬にlま、各事業＝とにC軋D冊及びE仙とを比較して．最も少ないⅥを記入十ること．  

4G蘭には、各亭幕ごとにFl織のmをた入すろこと．  

5H肌こは、G梱の抑こ1／が母子留鳥自立支塩拷付帥幕については3／4、母子自立支援プログラム策研草葉について■ilO／10－を乗じた－陀記入するこL（事業ごと一議出さ九た鮒こ1．00D円東浦の轍 が生じた場合は 
、これを切捨てるbのとする．）   

（別表‖  

母子家庭等対策総合支援串英資国舶術助金所要額調音  

（市町村名）  

区  分   事  零  名   馳事業す   

人   
R   

B   

円   
t：   

R   

D  

円   
E  
R   ア  

■l  

G   円   H  l■  

母子賃饉等対策総合支援：群集  母子家庭等微震・昌．正真媛事業  l／2  

ト般市等t黛・自立王往事業）  

振  且立夏且艶色也  
コ／4  

ユ／4  

玉豊丘厳正遽鑑  遣蟄旺皇  

母子自立ま櫨プログラム策走蔓事業  
＝l／川  

合    f†  

（‡已戴上の注意）  

1≠根・市政び胴止耶方取組する町打が行研一敗市報業・自立三脚勤一再町村の正接捕脚秦）・r母子享忘自立支援儲付帥鋸市仰の証銅助専科及びー母胡立支頓プログラム策定鞘乳 （市町村の正捜補助事象）について記厳十ること．  
2E附こは．本通知lこ定める基準相きだ入するこL  

3F恥こ札各事業ごとにC札DI嶋及びEl■とを比較して、最も少ないⅦを記入すること．  

4Gl一には．各事業ごとにF憮の渾を記入するこL  

SH恥こは・G軸の榔こ1／2（母子寄島自立芝舶付金華業についてIi3／ヰ・母手自立支援プログラム策定印篭についてIi10／1のを軋た積を記入すること，揮乗ごとに耳出された掛こl．000円未満場数 が生じた場合Ii 
、これを切絶てるものとナる．）   
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旧   
新  

（別蓑2－の）  

母子豪庭等対策総合支援事業内訳書  

⊥芦・自立支脚装卜腑捕鮫数的脚  

」盟盈去月里蓋  

鮫薮支援旺習全室迎崖  

3紆韮†＃軸捻肋耶－  

手滋庇静仙撼雌活古郡l【農事  

舘菅秒な円細鮨風の配・‡  

3鮫韮†柑櫛眺1－ 3鮫澄冊動静l蛸簑  

1自治肱当たり2．DOO．000  

4無事級別巨辿耶■ 4拝字創・茶棚胴一業  

支離地腿活貰  

全址班 巴 金出超 巴  

（肘挑軌こついては＿鮒鎚純劇の区別亜札止済敵組胎軋Ⅶ金・醐・膚用軋摘智筍】ごとlこ鵬内訳  

阜
○
 
 
 



新  旧   

虚吐畳≧二塁上  
（2）母子定庭内☆せ用捨付・命叫一基   

∩姉賽内奔   
韮盈匁  玉造姓温室   

1自立音捷拙者訓象l盲盆付命邪教  支給性虫  

2．慮筍指経机抽l駅it机，宰相【蔀   

（1）高等桔能訓細胞独尊  主監延性温1誌且鬼1  

（2）入牽支援條丁一勝命  支給塩生  

避郁韮肉桑についてノくンフレット等の鉦細が分かろ首線がある牌合には．別添とLて添付すること．  

凸組拉  

基墾臨  

紘姓区立  血盟凸盟   鑑温区公  姐諷白瓜  

1．自立暫1卦教育畑j油絵付  1．自立す措教育j別納給付  
金韮盈  血生義  

2．高等播植鮒紬促i地相鞘ミけ嚢  2．高等指憮蝕ほk膵i肌穆僻】＃金  

【1】悪評†封乱訓拙  （l）お；笥指熊訓抽  

促進致  但並盟   ア王匹成柑年J℡以舶に蛙金利肌色Lた着  
141．0（）0円×（支給征月故）  

イ平成20年度以絶に腹巻射m始Lた者 （ア）市”丁榊陸相弛ま製織北都に圧すろ着  

141．000円×（支絵妊月払）  
（イ）市町村毘経理線世杵に瓜する者  

70．500円×（支給班月故）  

二畦金  
5（】．000円×（青捻挫故）  

（イ＝宵町村民税躁劇l肌削こ臨する岩  
25．000円X一昔給件数1  

小計   円  小計   円  
仝上土班  巴   全数皿  巴  

【沌‖射鮎腋秒韮電廿摘についてIi＿肘独鈷斗サの区分【旬1坦命．洲制I及び守付合．扶助哲）ごとに相原内訳身紀司推すること．   

阜
一
 
 
 



新  旧   

（別表2－（勤）  

r3）母子自立曹操プログラム旋倉答事集   

∩事業内容  

1．母子自立電探プログラム苦  プログラム策爵件数  
盤  

細2阿以上のヰーの  蛙  

墓羞凸査  
できるだけ謙細に記赴すること）  

2．j肝脳鰭傭盲傍コース事業  重畳塞A旦  
A  

量墓血査  

書内容について．パンフレット専の性細が分かる瞥料がある貴書合には．別添♪しで添イ寸すること．  

D経費  

基準猛  

盈蒙広丘   盟簑血妃   凰簑」乙盆  嵐姐狙  

音標プログラム笥  】＿息子自立音標プログラム賃  

1．母子自立 定竪重量  産室蓋墓  20．000円×（プログラム策定件数）  

2．駄唸追儲支援コース事業  2．鰍I註謹傭支援コース事業  

ー
N
 
 
 



番  号  

平成  年  月  日  

別紙様式第 3  番  号  

平成  年  月  日  

別紙様式第 3  

厚 生 労 働 大 臣 殿  厚 生 労 働 大 臣 殿  

都道府県知事  

指定都市市長  印  

中核市市長  

都道府県知事  

指定都市市長  印  

中核市市長  

母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金の交付申請について   母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金の交付申請について   

標記について、次により国庫補助金を交付されるよう関係書類を添えて申請する。  

1 国庫補助金交付申請額  金  円  

2 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金所要額調書（別表1）  

3 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金所要額明細書（別表2）  

4 申子家庭等対策総合支援事業計画書（平成17年11月11日雇児発第1111001号厚生  

労働省雇用均等・児童家庭局長通知の「児童虐待・DV対策等総合支援事業及び母子家産   

等対策総合支援事業の実施について」の別紙「児童虐待・DV対策等総合支援事業及び母   

子家庭等対策総合支援事業実施要綱」の第4による事業計画書）  

（添付書類）  

（1） 当該年度の歳入歳出予算（見込）書、抄本（当該補助事業の支出予定額を備考欄  

に明記すること。）  

（2） その他参考となる資料   

標記について、次により国庫補助金を交付されるよう関係書類を添えて申請する。  

1 国庫補助金交付申請額  金  円  

2 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金所要額調書（別表1）  

3 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金所要額明細書（別表2）  

4 母子家庭等対策総合支援事業内訳書（別表3）  

阜
∽
 
 

（添付書類）  

（1） 当該年度の歳入歳出予算（見込）書、抄本（当該補助事業の支出予定額を備考欄  

に明記すること。）  

（2） その他参考となる資料  



（別表1）  

母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金所要額調書  
I書粛筑粛・中性南島）  

区分  事  象  も  総事業★   
▲  
■  Il  

C  

R  ■  
之  
R  

下  
l勺  

G  H  
lI  ll  

母子震度寧村詩誌含ま横車欄   良子車旺竿亀＃・－立東榎事案  
l／2  

（良子繁毎琴た蒜・自立王揖モンク一事業〉  

■l■胃■  l／2  
什t■】下  

母子徴喀射★生活支援事業中一★q  楽1  蔵2  

l／2  

ひとり牧田拍惜別＝欄ト」盟出  資き  t●  

ユ／l  

慮手書農■甘薯I暮披1寸■暮書  

lO／lO  
母子自立貢捜プログラム策t響事＃  

倉  l十  

（た畿上の1王書）  

1事大11．≠遽府県が行う事集（¶正晴¶．撫せ鴨簡及び中枕簡の正♯≠助事績〉．市町村がけ，事＃に村して書道肝■が鎗鴫ナる事＃（市町村の励♯t勤暮舞‖こついて以下㌢－7に暮づさ・E入  
ナろことな札簡1び橿縫暮抹新城■十研竹が什～ト帥寧枕集・白土文枝暮れ（市町村の江橡籠助事簾）・l母子t烏自立支援♯け量書籍一川叩村の暮撞≠物事菓ほぴl母子■立夏援  

プロダフ▲粛正■暮蕪」（巾町村の暮穫1一助事載）については．別紙胱▼2の別鼓lに】鼠入ナろこL  

2E閤には、≠通知l；重班鑓維入ナろ＝L  

さ Fl■に11．各事瀾ごとにCIH．D■及び∑■とセ比較Lて、最も少ない傭セ】見入十るこL  

4Gl■に11．平成15年6月188覆兜礪発井0018001キー土方≠省橿用均■・兜暮手島轟壬丘Ⅶ祉賊通知の「母子極尊8書生拝ま往事集の円汁な遷書についてJの別鋏2の瞥用人蝮事撫に上  

る■飯干せ朝の合計錆色一己入ナろこと．  

5 H≠lこ11、尊書♯ごとにF伽・ちG■i生し引いたす絶入ナること  
81Hには．HMの¶に1／2（析軸i立王捜給付食事縛については3／4、量子■立夏捜ブ○ダウ▲簾手篭事餞については10／10〉象乗じたⅥtたセナること（事禦ごとに井出された疇lこ1・000円  
兼職の疇数が生じた柑11．こht切牡てるものと十る．）  

7なお．虫干下島等8★生活東榎一幕及びひとりt壬踵生活ま蹟事集の十■r＃分の各■の¶は．別ま2の①及tペ匹〉r＃1－※4Jの生す象E入十ること   

（別衰1）  

母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金所要額調裔  
r航；1府l■・雷書館拡1鴨・中級1鴨亀）  

l五 分  事  羊  毛  諸事毛■   寄付金モの】■ の収入千畑   ●書Iす （▲－B）   

■l  ■  
⊂  
R  

D  ll  
r  

l■  
r  ■  G  

l■  

≠  
ll  ■  

母子震踵嶋村策艶色ま蹟事集  l／2  

（侵子羊馬琴た■・さ立夏伊センター暮租  

●l■■■  1／2  
l■虚t欄  

楽1  瀕2  
ホ■一軒分  

■1■l■■  1／2  
什豪■｛  ／  

累き  書」  

ユ／4  

旦三重丘1立■廿書け♯曹川井I虫什●暮■  

振  基  
ユ／l  

lO／1（l  

母子さ正ま蹟7■口′テ▲犀徒事事轟  

奮  I†  

（紀故上の注意）  

1♯食は．ホ遭府■がけう＊＃（≠正晴■．楕癒♯ホ1び中抹蘭の江抜仙助事覿〉．柵和が行う事需lこ付して≠遭府■が櫨肋十る事集（ホ町村の㈹糠欄勤事象）について以下2－7に■づさtE入  
するこLな札簡1び犠址暮難所t拉■ナる町仲がけうー一騎ホ響t■・a玉東捜暮■J（市町けの正撞■肋事業）．1取手東庄血立王横線付食事需一（市町けの書排礁助暮t）及びⅦ干さ立文挟  
プ○ダブ▲ト食事暮♯J（簡町村のt横欄物事鶉〉については．別状機式：書2の別賛1にI已入十ること．  

2E伽には．♯通知1；互生出鴫引把入十ること．  

3 F叫には、各事零ごとにC■、D■及びE椚と亡比緻Lて．最も少ない慎引巳入ナること  

4Gtlにtl、平成1五和月1馴引■几積顎▼0618001青書生芳■雀雇用均寧・兜t書名鳥篭島橿址鶉最適加のー優子t良筆ロ★生活士枚事業の円汁な遭tについて一の別紙2の食用■他墓鑓に上  

る徴収千せすの倉II疇維入すること．  

5 Hれにl士、各事業ごとにFt■かちG■姥し引いた廿とた入するニヒ  
6Ⅰ■には、H■の¶lこ1／2く豊子暮庇■立文壇徒付食事幕についてはき／4．母子禽立貪捜プログラム胃電年■＃については10／ユD）班じた傭経書十ること（事♯ごとに＃出された研に1・000円  
兼濃の≠舌が生じた場合は、こ九印檜てるものと十る．）  

7なお．母子青島等自書生活文煉暮♯及びひとり醜ま島生活ま積事象の市町村分の各¶の甘は．別責2の0及び◎のl＃1一難4Jの量積舎兄入ナること・  
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（別表2－①）  

母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金所要額明細書  

（1）母子家庭等日常生活支援事業  【都道府県名）  

市■丁何も  捜亭零T   t引q （F－G）  

▲  ℡  
R  R  

C  
R  

D  
■  

三  F  

R  R  

G  
R  

l】  

l■  M  R  

K  L  
■l  R  

堰1  致2  

合計  

（紀免上の】生意）  

1♯賽には、母子零度等巳書生括真恨事幕のうち．東町村が行う専業に対Lて軒並府県が抽助する事蕪怖町村の間族補助す某）のみを紀入L、都道府県、指定も市政び中隋帯の正接繍助事業についてl主、  

記入の必要がないニヒ（正接補助専業については、別表1に記入のこと）  

2CIMにIi．市町村ごとlこん開からβ㈹を差し引いたⅦを正人すること．  

3El耶こは、市町村二とに本通知にためる基準Ⅶを記入すろこヒ  

4FI一には、市町村＝とにCI■、D佃及びE伽とを比較して．最も少ない礪を記入すること  

5G偶には、市町村ごとに平成15年6月188雇児Ⅷ賢笥挑18001号厚生労働省苺用均等・児童家島几夏鍾≠吐乳是通知の「母子草庭草日駕生活真横事業の円滑な耳管について」の別紙2のき用負担基準  

に上る徴収千拒積の合t十1随を】巳入すること．  

8 H榊には、市れ‾抒ごとにF雷■からG髄を差し引いた濱を；已入すること．  

71tMに－もH暮■の市町村合計甘に3／4を乗じた礪を記入するこL  

8K榊には、t榊臼蘭とを比較して、いす九か少ない方のⅦを記入すろこと．  

9L糊には、K仰の祁に2／3を最じた積を記入すろこと．【1．∝旧円未檎の嬉数が生じた場合Ii、これを卯檜てるものとする．〉   

（別表2－（D）  

母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金所要額明細書  

（1）母子家庭等日常生活支援非業  ㈲遭府県名）  

r∴」⊂＝＝  

市■丁け名  】恕：■篭甘   寄付金その他 の収入子鹿tl   

℡  
R  R  

C  

■l  

D  

R  

E  

R  

F  

R  

G  

円  
H  
円  門  ■  

K  L  
■  円  

溢  

葱1  堂没  
合計  

（I已厳上の注意）  

l本妻には、母子徴底等ロー生活ま仕事莞のうち、市町村が行うー美に対して都道府舶補助する事芸（市町村の間接補助事業）のみを把入し、筍道府県、指尭筍市政び中條市の正枝補助不義についてIi・  

記入の必寒がないこと．（直積繍助苓蕪lこついてIi．別鼓1に記入のこと．）  

2CIMには、市町村ごとにAl仙トらB冊を蓋し引いた硝を記入寸ること．  

3E間には．市■r村ごとに♯；塾知に産める吉雄¶を記入ナるこヒ  

4Fl柵には、市町打ごとにC泄l、D佃及びEIHとを比捜して、最も少ない碑を記入すること．  

5G愉lこは、市町村ごとに平成15年6月18日曜児は舞第0618∞1号厚生努隅￥雇用均等・児童家産局在曙Ⅶ址喋畏通知のー母子家庭等口鷺生活支援¶幕の円汁な聾曾についてJの別紙2の算用■旭基準  

lニュる徴収千布Ⅶの含tH腋を戻入すること．  

6 H榔にIi、市町廿ごとにF掛からC間を毒し引いた膚を記入すること．  

7】偶にIi、H柵の市町打合計積に3／4を兼じた¶をT己入すること．  

8K綱にlも川l臼蘭とを比較して、いす九か少ない方の積を記入すること．  

9L柵には、KIRの積tこ2／詑乗じた概を記入すること．（1．000円未靖の端数が生じた払含は、これを切檜てるbのとすろ．）   
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（別表2一（診）  

（2）ひとり親家庭生活支援事業  憮道府県名）  

市町欄名  絶事黒井   

▲  
R  

も  
R  

C  

R  

n  

R  

丁  
円  

F  

R  

G  H  

些  

漉ユ  書  
合計  

（記蠍上の往昔）  

ては、  
記入の必事がないこと．（虹鮒▲助事業については、別♯lにR入のこと．）  

2C憫には、市町村ごとに▲㈲・らBれはし引いた疇を記入ナること．  

3モ肌こ軋市町村ごとに♯通知tこせめる纂攣犠をセ入十ること・  

4F憫には、市町村ごと1こCt■、DI■及びE爛と象比較して・最も少ない爛像七人すること・  

5Gt■に軋F憫の市町村合計額lこさ／4象彙じた疇を記入ナること・  

6‖■には、G慎とH嶋とぉ比較して．いでれか少ない方の疇有紀入すること・  

丁川には、Ⅰ嘲の訊こ2／絶景じた－陀た入†ること（－・∞OR未満の頗が生じた場帥、これを切捨て机のと十る・）   

（別喪2－（む）  

（2）ひとり挽家庭生活支援平楽   （都道府欄席）  

市■r村名  の収入チtⅦ   
細事疇鷺   

▲  
R  

且  
R  

l二  

R  

D  

R  

r  

R  

下  T  

R  

G  H  

振  

；蔵3  

合計  

（記t上の注意）  

て1  

記入の必賽がないこと．（正枝≠助事集については、別喪lに正人のこと．）  

2Cl附こたL市町村ごとlコ用肋・ウB椚を重し引いた儀を記入十ること・  

3El■には、市町村ごとに車道知に在める壬坤¶有色入すること．  

4FI■には、市町村ごとにCtl、Dl，l及びt椚と象比愴して．たも少ない簡をE入ナること・  

5Gt■lこI士、F憫の市町精舎計Ⅶに3／ヰをtじた礪を記入十ること．  

61憫lこは、G隅とHt■とを比紋して．いでれか少ない方のⅦセ取入ナること．  

7州には、t仰）仙こ2／強兼じた－陀混入十ること・（l・○00円未満の嬢削哩じた横合は・これを切個て弘のとする・）   
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（別蓑3－の）   

庭尊対策総合支援事斐内訳書   

の母子象庭専政韮・自立盲播邦韮（敵手支度堺赦驚・自立支揺センター暴発）   

○】推進内界   

1鉦装置揺郭業   

2計韮支揺派習全軍却穏   

計装情報提供瑚儲   

4 在宅就繁雄適却礫   

5 t改革真底替地越生活昔捷姉望郷業   

醐椚舶臨の配椚   

子定麻等級笈・自廿音躇センター格、   

蛙畠超應セミナー封【窯   
韻事並内定についてノくンフレット等の絆細が分かる権鮎があろ硯合には・別痛止Lて添付十ること 

1祉進■安倍耶繁  1赦丑支援封；苫   1センター当たり＿刃【整の澗  

当たり嚢綜日放に応じ以下  
のア～ウに定める．  
洞唱日以下の妾腹の肌合  

・・＝●￥  
イぎ，勺6E一基旋の場合  

；■■■●；  

ウ銅7日吏綜の場合  

旦且迫必迫巴  

2 虻韮支1恐買紙習全軍耶票  

1センター当たり  

呈▲旦Z旦皿巴  

4査倭蘭塵組迫l〔韮   1センター当たり  

呈⊥辿良姐巴  

5 傲ネ家庭喋地域坤活支揺  1センター当たり＿封；器の王司  5傲子嘉一江囁仙越年活支援  

韮盟  三蛙藍  
のア～りに定める金吾  

ア鯛5El以下の嚢施の揚合  
3瓜』迫巴  

イブ僧6日妾慮の場合  

且旦止血巴  

ウ調7日賽旋の崩合 4ぷ腿巴  

6倣子冤広場計器・自立  61丑子晃底軍甜菜 ・自立  
支揺センター指迎職邑  支援センター格温随邑  

仝孟土遡   凸   全丑並   且  
他）経机こついては．射潔癖押の区与＝地内礼典液相＿飽恰乱世命＿旅軌儀用軋相識炒 響）ごとに柏許内訳鹿記  

並土星こと＿   

阜
」
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幽  

」塾塾王墓塵等日常生活支援事業 
舶府掛柵舶：  

鮒士＿市町村 耶羞♪して塞巌†ろ揖合には・宿町村ごとに別韮に作成十ること 

離粥派遭征べ回  

旦遁 離慧派遣 
掛金的耶由か理由♪する他作  

r促i削こ必堰な耶由を郎  

色出：ゑ塩鮭  

埴活瓜墟が激変し日常生 貿わのに矧こ大きな支穐が  
生じこと：皇止鑑  

鎚 且  

基塵盛  

拉致広丘   拉昆白瓜   邑放且公   縫直凸凪  

⊥＿進通鼠   円         11所当たり l．204．000  

以外の踊 血道吐凪  

ウ旦例l．没碇等  

王＿直也盆  

左」組と曲凪  

飽應塵血  

⊥j建」腰遭丑  

乞＿謹必瞳皿  

全址瓜   巴   丘址皿   巴  

腫11紘仲については．射 
舶用の広分（軋鳳ほ金・・旅柑・雨用粗相抑制 

刊
■
1
 
 
 

阜
0
0
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ほり蓑3－（∋）  

⑦ひとり親家庭生活支援事業 部踊県珊寸名：  

（削太軌士」膚町村那莱とLて吏臆する腺 

（⊃1け葉内容  

耶罪名 

車陳首捷童故習全  

5十日・確聞椚貫井細儲郁塑  

4Ⅳ．滞納閻招助耶韮  

5ひと り劇妥底柵礫せ」亀耶装  

登内黍についてノくンフレット．】J【革計誠Ⅵ柑の！玉和が分かる削斗がある場合には  

別添とl＿て焼付十ること  

○級数  
射銀緒妙音山予定楯 温塗逓  

鐘盟広公 地盈血盟 址豊丘公 拉註凸凪  
l†ルり饅夏広橋び官制一等通過迫巴  lTルり孤軍肪相篠貰馴r  

‾‾‾－‾■■…■‾‾－－‾……‾‾－－一一州｝－ 
162・DOO円×（班酬髄回数）  

nl回の訪問が昨日の場合  
疇．910円×ほ方闇旺回教）  

仝出血 盆弧 艮  

けt）錦鯉については．封鎚錐押のl夏分柑l肌依命、闘牛、瀬川柑．紺相性削ごとに才曲技内訳を軌旺すること 

ー
¢
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1星組  

2一甜椎酬抽地相拡哉  
摘件故（睦月・   

よ筍．桔鰻加披促辿   

五蛤蛙盈   

雄雌丁一時金   

細盤内恋についてノくンフレッ瞞の絃細が分かる塔軌がある腸合には一別絵札て脇付すろこと 

Q紘盟   

謝絶綜柑妥支出・  温姐   

鼓監区全  通廼凪  払出毯  組基地   

2▲…稚濃  2■捕耶 
始した者   

イ 平成20年府以陰に鱈韮身闇崩した着   

ア）市町村経線非皿鮒IH謄に屁ナる着   

（イl市町村毘線誤射仕敲に毘十る着   

141．DOO円×r雪絵旺月数）  

×【童絵建月故）   

‘2）援柾  彗朋7  
け）莞訳筆禦蓋批肘る   
（イ】市町村毘経理線壮♯に且する   

25．000円×【支給件   

巴   

食止戯  且   金地  巴   

【糾射＆林野璽冒出¶についてl土一針弧線l甘の灰分帽擢命・椚〟】乃ー矧寸合一扶助削ごとに紺拓内訳柁促すること・   

∽
○
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（訃匿子自立支援プログラム策定尊芯輩   

（労り裏3－（D）  

同  
支給件数等  

1．母子自立支標プログラム策  プログ 
事業名  

蛙  

ぅち面接2同以卜のヰーの  性  

室羞凸査 ．（できろだけ言圭細に記臆すろこと）  
2．意た磁進儲音標コース事業  支媛去A旦  

A  

垂羞凸査  
できろだけ詳細に言己臆するこ♪）  

※事業内密についていパンフレット等の詳細が分かる督料があろ揚 

基空虚  

盈致区企   毯塞血狙   盈致区公  技量血盟  
1＿息子自立青壬碧フ■ログラム第  

定皇室羞  
1．母子自寵’支標フ■ログラム策  

産室重量  20．000円×（プログラム策定件数〕  

乙就劇闇個支援コース事業  2．赦確進備支援コース事業  
30．000円×（音揺証月数）   

※1人につき3月を上限  

円   全丑題  且  
（拝）対 象経著書支出額については．対象品督の区分（報酬．官命．旅曹、需用曹．符籍乱香詐料等）ごとに糟壬内訳を辞燈すること．  

∽
一
 
 
 



番  号  

平成  年  月  日  

別紙様式第4  番  号  

平成  年  月  日  

別紙様式第4  

厚 生 労 働 大 臣 殿  厚 生 労働 大 臣 殿  

市 町 村 長 印  市 町 村 長 印  

母子家庭等対策総合支援事業の事業美顔報告について  母子家庭等対策総合支援事業の事業実績報告について  

標記について、その事業実績を次のとおり関係書類を添えて報告する。  横言引こついて、その事菓実績を次のとおり関係書類を添えて報告する。  

1母子家庭等対策総合支援事業費国庫棉助金精算事（別表1）  

2 母子家庭等対策総合文鎮事業内訳書（別表2）  

添付書類  

（1） 当該年度の歳入歳出決井（見込）書、抄本（当核補助事業の支出済額を備考欄に  

明記すること。）  

（2） その他参考となる資料   

1母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金精算書（別表1）  

2 母子家庭等対策総合支援事業内訳書（別表2）  

添付書類  

（1） 当咳年度の歳入歳出決算（見込）書、抄本（当院補助事業の支出済額を備考欄に   

、明記すること。）  

（2） その他参考となる資料  



（別表1）  

母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金精算書  

（市町村名）  

区  分  事  養  毛  送事業き   の収入積   墓≠：研   

▲  
R  

B  

R  

C  

R  

D  

R  

E  

R  

F  

R  

G  

R  

H  
PI R  R  

K  

R  

母子寮底零封策総合    母子寮底等耽美・自立支援事業  
1／コ  

王機雷嘉  （一般帯革眈彙・自立支援事業）  

ユ／4  

些  
lO／1【〉  

母子自立支l套プログラム策定革事藁  

合計  

（紀t上の注意）  

l本書は．市及び籠址事務所を役tする町村が行う「一般市専散票・自立支援事菜J（市町村の直接補助手芸）、「母子家庭自立支援給付金事葉」（市町村の正確鴇助事芸）及びl母子自立支援  
ブログラム策定等事業」（市町村の正接補助事集）について記入すること．  

2EⅦには、本ii知に定める墓雄！lをl己入ナること．  

3 F珊には、各事業ごとにC櫓、D‡¶及びE憫とを比較して、最も少ない嬢を記入すること．  

4G欄には、各事彙ごとにF珊の緬を紀入すること．  

5日憫には、G憫の馳こl／2【母子寮丘自立支援給付金事業については3／4、母子自立支援プログラム策定等事集については】0／10）を乗じた額を記入十ること．（事象ごとに算出された帆こ  
l．00D円未満の旛赦が生じた場合は、これを切捨てるものと十る．）   

（別表1）  

母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金精算書  

（市町村名）  

区  分  事  業  名  総事業費   の収入額   基本彿   
▲  
円  

甘  
R  

C  

円  
D  

R  

E  

R  

F  

R  

G  

R  

H  

円  R  R  

K  

R  

母子家庭等対策総合  
1／＝  

支怪事菜  （一般市等観葉・自立真横事業）  

白☆亨櫓鈴音訓練法」寸仝  3／ヰ  

旦王墓丘且王墓  
施  金主墓 誌笠持憶説練†昆i艦首笛暮  

3ハ  

10／1tI  

母子自立支援プログラム策定等事業  

合計  

（記載上の注意）  

l孝養は、市及び拓址事務所を訟tする町村が行う「一般市等放業・自立支媛事業」（市町村の正枝補助事叢〉、J母子貫旺自立支援給付金事業（市町村の直接惰助事集）及び「母子自立支援  

プログラム策定革事業J（市町村の直接補助事案）について取入寸ること．  

2E糊に札本i岳知に定めろ基準頭を記入すること．  

3 F偶には、各事業ごとにC柵、D欄及びE憫とを比較して、最も少ない額をE入すること．  

4 G柵には、各事業ごとにFl¶の額を記入1一ること．  

5H欄には、G仰の弧こl／2（母子寮旺自立実機持付金手菓lこついてIi3／4、母子自立支援プログラム策定軍事業については10／10）をtじた額を記入1‾ること．（事業ごとに玉出された籠に  

l．mO円未満の端数が生じた場合は、こ九を明絶てるしのとする．）   

53   



新   旧  

く別表2－①）  （別表2－①）   

母子家庭等対策総合支援事業内訳書  母子家庭等対米総合支援事業内訳書  

（1）母子家庭等放棄・自立支援事業卜般市等社業・自立支援事業）  
（1）母子寮応等眈業・自立支援事業（一般市等就業・自立支援事業）  

○事業内容   ○事業内容  

1競業支援事業  1耽業支援事業  

2就業支挽粁習会等事業  2眈業支肌雷管会等事業  

8耽業什≠提供事業  3紋業什犠牲供事業  

4在宅耽美推過事業  4在宅耽業稚過事＃  

5取手菜底等地域生清文投書集事集  5母子寮庇等地域生活支援事業事業  

義†責書門相鉄■の班  桝帥門相損の配置  

※地僻）美什に応じて遭択した事業のみを紀欄しt未来絃の暮＃については記載を≠し・かこと・  ※地域の真情に応じて遥択した事業のみを紀厳し、未実施の事業については妃戴を斉しないこと・  
※事糾動こついて、′くンフレソト嘗の拝如i分かる資料がある場創こは、別添として添付すること・  隊事業れ容こついてノヾンフレッ博の挿細が分かる資料がある場針こは、別格として添付すること・  

○縫書 ○経費 
州経瞥井貫出棚 基Ⅱ棚  州縫t事支出棚 纂肌  

止鼻血払  縫費区分 泄棚 温泉区分 皿1凸凪  経費区分 脚棚 甜区分  

1眈集支援事♯ 1枕れ文壇事1  1歌集文壇事集 1耽井文壇事★  

2銑業支射l習会等事業 2就業支援綿雪会筆書葉 2就業実射韓習余響事業 2就業支援肝腎会尊事業  

3眈乗付祖樵供事業 3銑集情報提供事業  3飲菓什報提供事業 3批集情♯憤供事業  

1自治体当たり2，000．000円  1自治体当たりZ．008．000円  

4在宅歓集経過事業 4在宅駄蕪稚遺事業  4在宅銑集推遺事業 4在宅社業経過事業  

5印相生活支訂 珊瑚生活支欄  5脚購生培支援 5脚購生捌  

合帥材 円 合計嘲 円  合計朝 円 合川 円  

（注）経費について乱射象縫費の区分㈱札共済費、報償費、賃金、旅費、＃用熱投坊費専）ごとに積算内駅  
を妃戴ナるコ」  

∽
皐
 
 

1
。
↓
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（別姦2－⑦）   （別表2－②）   

の忠子豪腫白せ号俸ぶ付合半隻   ④母子家庭自立支蝮給付金事業   
（1正幸内：昏   

0事業内容   

室毛虫  支給件数等   事業名  支給件数等   
1自立支援微音別棟給付金書叢  支給件数  支給件数  

1自立支援政青劇様給付金事業  

2．高等技能訓練帽i鑑賢答事篭  2，高等技能研削足過賛尊書業   

支給件数（夷件数）  支給延件数（延月欺）   支給件敢（美件歎J  支給嬉仲井（産月数〉   

（1）ホ等技能別棟促過賞   （1）高等技能別棟促進費   

支給件数   支給件故   

（2J入学支援倖丁一時金   （2）入学支援膝丁一時金   

艶事業内容について、′くンフレット草の拝細が分かる資料がある場合には、別添として添付すること，   ※事業内容について、′くンプレγト等の件細が分かる資料がある場合には、別添とLて樹寸十ること，   

凸益丑  ○経費  

対象経費真支出領  主連盟  対象社費美支出研  。■l】  

誌費区分 積算内訳 経費区分 積算内駅  軽費区分  積算内駅   拉井区分  積算内訳  

1．自立支援♯青泄接線付 1．自立支蛙教育訓練給付別に定めるところによる  1∴自立支援赦曹訓練給付金事業  1，自立支援教育訓練給付金事業    別に定めるところに上る  

金手発  会事業  

2．ホ等技能訓練確壇ナ尊事1 2．高専技能鯖練睦壇費等事業  2 高専技青竜馴練促遺費尊書零  2．祐筆技能川鮒喀過数等事畿  

（1）木鐸技能馴繊 （1）木筆技能別練  

ア 平成柑墾度以劇に幡生さ朋始l一た薯  
（1）訪尊技能馴   （1）蔦攣技他馴   

帳迅雷  帳壇費  練促遭費  練堰過費   ア 平成19幾度以前には豊を蘭始Lた着  
10：！．DO【l円×f‘圭止l正月数）   

イ 平成20崖l奮以緒にIi葺かⅦ始l＿た着  空虚孤塁  
丁l南■丁相良絶すヒl■織1廿♯に属十古着  土d且盆  

生成Zl生  

t4l．00（】円×（電鎗蔓正月数）  10：l．ODO円×l亨i疫t正月数l   

傷碇属十る者  （イ）市町村露捜l蔓性惟♯に属する者  

70．50DRx（’有給建月：放）  5Ⅰ．S（I卯い＝支給延月数  

（2〕入学支建幡丁  （2）入学支援修了  
一時金  一時金 （れ市町村民硯非抹悦世＃に属する者  丁 平成19年膚以前には葺か蘭始l＿た者   

l‖l■●  ・：・  
（イ）市町村民税蛛税世帯lこ属する者  

25．000円×（支給件数）  空虚弘生  空虚且1．生  

旦且公ニ  旦且盆＝  

小計 1．‖．nO〔l円×（音量貪嘘月数1  

rイl粛■r榊邑事0．1一緒1廿♯に虞す・ム者  合計罰 円 合摘 円  
70．50【）円×（音盆嘘月数】  

（酎対象経費美文出切については、対象経費の区分（・員粗金、補助及び交付金、扶助升にとに積算内訳を記載すること，  

円  
（2）入学支援修了一時金  （2）入学支援修丁一時金  

（ア）市町村民挽非伐税世精こ馬する着  

5U．仲0円×（支給件数）  
（イ）市町村長税轟黒税世帯lこ属十る者  

25．000円×（支給件数）  

l  円  
合肘頬  円   合汁初  円  

（注）対象経費美文出初lこついては、対象経費の区分（負担金．補助及び交付金、扶助費にとに慣井内釈を記載することッ   

∽
∽
 
 
 



旧  

（別表2一③－（1））   

（3）母子自立支援プログラム策定等事業  
（3）母子自▲立支壌プログラム策定等事業  

アロ‾ム  
○事業内容  

事業名  支給件数等  ○事業内容  

プログラム策定件数   件  
i二  

件  
ロE  の  性  

事業内容  

圭墓血査        一I  
くできるだけ拝細に記  
載すること。）  

コース  A  

※事業内容について、′くンフレット等の詳細が分かる資料がある場合には、  
別添として添付すること。  

Aナ別    添として添付する－と  経費区分  積算内訳  

○経費  

対象終審実支  基準誼  

後生区盆  且簑」姐   盈真底企  毯生地  

ロ ‾ム  支援プログム  

丘差主監  定量圭墓  000 × ロ ‾ム 占  

コース  ・・－ス  藤池傭支援  
30000×  

重電出額につい  の  

合計額   円  

（注）経費については、対象経費の区分（報臥貸金、旅費、常用井、役務費、  
委托料等）ごとに積算内所庖紀超することとし、例えば「旅軌であれば00  
駅－00駅まで往復00円などと詳細に記載すること。  



新   旧  

（別表2－（郭－（2   

脇進備‾安揺コース  
（削除）  

白星藍色査  

きるだるこ  

容についてノくンフレット等の吉圭細が分かる督料がある場合には  
lーして添付すること  

経里庄企   凍鼻白選  

全出題   巴  

（漸羅利こついては．対象経費の区分憾臥留金一旅乳需用者・役務智一重推料等）  
載することとし一例えば「旅曹■であればnO駅～00駅まで  
細に記鼓すること  



番  号  

平成  年  月  日  

別紙様式第5  番  号  

平成  年  月  日  

別紙様式第5  

厚 生 労働 大 臣 殿  

都道府県知事  

指定都市市長  印  

中核市市長  

母子家庭等対策総合支援事業の事業実績報告について  

厚 生 労 働 大 臣 殿  

都道府県知事  

指定都市市長  印  

中核市市長  

母子家庭等対策総合支援事業の事業実請報告について  

標記について、その事業実績を次のとおり関係書類を添えて報告する。  標記について、その事葉菜凍を次のとおり関係書煩を添えて報告する。  

1 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金精算書（別表1）  

2 母子家庭専対策総合支援事業費国庫補助金実績調書（別表2）  

3 母子家庭等対米総合支援事業内訳書（別表3）  

添付書類  

（1） 当核年度の歳入歳出決算（見込）蕃、抄本（当咳補助事業の支出済額を備考欄に  

明記すること。）  

（2） その他参考となる資料   

1 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金精算書（別表1）  

2 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金実績調書（別表2）  

3 母子家庭等対策総合支援事業内訳書（別表3）  

添付書類  

（1） 当該年度の歳入歳出決算（見込）事、抄本（当該補助事業の支出済額を備考欄に  

明記すること。）  

（2） その他参考となる資料  

∽
の
 
 



ほり衰1）  

母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金精算書  
（1託遭府県・指定載市・中掠市名l  

区  分  事  業  名  総事某貫   の収入膚   に上ろホ巾；I  

▲  
■  

t  

R  

C  p  

円  
E  F  

円  R  

G  

R  

H  

l■  19 R  

K  L  

R  R  

母子夏毛竿竹電総合  1／2  

支援事業  l量子T∈■t尋・■丈さ蠣tン▼一事■〉  

■l重層Ⅷ．  l／～  

けせ■l廿  

吉子t別口書生瘡三櫨▼■中間鎗  諸星l  ；宅2  

市町村分  
■複層欄  l／2  
柑t■市  

ひとり隷定圧生活支櫨事等中椚分  荘3  淡4  

ロユ  ホ町村分  
ユ．1ヰ  

鐘声す痙白廿号I∋汝廿＆遭芸  

1【l／10  

母子自立支援プログラム竃定等事案  

さ  計  

（l己Ik上の注監I  
1手賽は、市町けが椚亭葺に対Lて翻軌が肋ナる事業（柵汁の咽鴇助専売）並び■こ≠道府れが行う事業席道桝・指定もホ及び中細の虻娠傭肋事業‖＝ついて以下2－7にiづき・記入すろこと  

なお．市及び諾址事踊を鰹■すう町削哨うト毅佃瞳葺・自立ま捜亨勘（市町けの直接禰助平軌ー母子寮駐自立支援始什色事軋（相即埴擁1助事劉及びー母子自立支援アログラム苛定率平和l柵けの正枝榊  
事業）についてはJl胤lまi：零」にI已入‾ーること．  

2 El鞘に11．事適血に在〟）る墓遺積をl已入すること、  

3F凱ニ11．各事案ごとにC綿．Dl縄及びE欄とを比蝕して、れし少ない顎を記入すろこヒ  

」G恥こ軋平成15年用18日雇児師部618001キ呼生醐摘用均等・児童家庭用錐福祉旅長通如相子東研日†生清三掟事業のR軌酎について一の別紙2のt用負担主動こ上る輌積の合計礪を記入すろこと・  

5】1聞1こlも各事業ことにF柵からG榊を重し引いた積を記入すること．  
8）偶には．H脚）榔こl／2柏手寮監自立ま撞紘付会中毒について舶／4、良子自立三雄70グラム篇定率事業について‘ま10／1Dほ乗じた¶を研ナ㌫と・博美ごとに算出された積ド1・000円棄潤の嬬畿が生じた舶は・こ丸々  

卯絶てるbのとナる．）  

7／上お，母子ま塩草日算生活支は事菜及びひとり観家庭生話貢仕事毒の市町村分の各輌の凱1・刑責Zのの及び①の†嘉1一別】の細蘭を記入すること・   

（別表1）  

母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金精算書  
r一既i重点膿・稚】F瀧1蕎・中線市名）  

区  分  事  零  も  締事業T   
の収入II   Ⅰニ上ろ徴収q  

∧  》  
円  

C  

R  

E  F  

R  ■l  円  R  

汁  
巾  円  

K  

R  ■  
母子王佐箪対策縫合  l／Z  

王快事業  l宣子ま色専t象・■文王サtン●－■睾）  

■i王8≠  lノ2  

押下■欄  
書 ＝＝  耗1  ※2  

市町付分  
筋道軒■  1／Z  
什檻■l打  

ひとり祝電旺生l事．  ※3  憲」  
市町村分  

騒  白寸書IiI書菅】ui事；全付  ユハ  
登王孟星且豆打 

）ノI  

訝笠放出1蛙姓  
1【レ■1tl  

侵÷自立三根7■ログラム宥定率亭秦  

合  計  

（把Il上の注意）  

1右酎1．柵什が行う事業に対して誤射≠が袖肋ナる暮宗（柵榊）削紳助事案1並びに桐仰が行う雷昂州駄道巾欄・作東研及び中尉ホの正好鴇肋暮菓‖＝ついて以下2－7に基づき・記入すにと・ 抽．簡及び橿址事清市を鰹1する巾跡抒引一れホ粗菓・自立支ほ暮和ホ町村の狂捜諏事軋一母子貫忘自立支援給付金事劉冊町脚■権加b事幕ほぴ【母子自立天捜プログラム策即事某日抑削■猛障神助  
事某）については．篤lほ氏践式罵一に記入寸ろこと．  

2三間には．本適切に覆わる基準積を記入十ろこと．  

3F脾には．各事業ごとにC乱D憮及び£闇とを比致して．最も少小、積を記入ナること．  

」G鮒こtl、平射5卯月18日雇児妬驚罵06】800け呼生労那花用均等・児童軍晦局東尾縞祉詫貴通細の嶋手‡監事日東生活王ほ事業の円肌遅富についてJの別如の甘用・員捜蓬卸二上る脾収洒の帥Ⅶを妃入すること・  

S】1鞠に11．各事案ごとにF聞かちG桝を琶L引いた積を記入1‾ること．  
6】恥こ軋H榊の鮒二1／2（母子茸離重責撞鮒象事宰について－i3／→、包子自立支ほプロブラ成定室事猟二ついて－110／10沌乗じた捕を記載すること・（事零ごとに井出された璃こ1・000円輔の備が生じた舶は・これを  

卯檜てるしのとする．I  

7／（玖良子京監事日暮生活真横平等及びひとり複ま晦生活真横事業の市町付分の各糊の柵ま・刑責2の①及び匂のl慧卜鋸叩紺恥記入すうこと・   

59   



（別表2－①）  

母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金実績調書  

（1）母子家庭等日常生活支援事業  常道府県名）  

市町村名．  総事業■   
▲  
R  

8  

R  

⊂  
円  

n  

R  

r  

R  

F  L  

R  

G  

R  

H  
R  

ゞ  

聖  

／    ／    ／    ／    ／    ／    ／  
薫l  蕨2  

合軒  

（妃♯上の注意）  

l本童に軋母子家長寧日書生活支援事鶉のうち、市町村が行う事業に対して甘遭府恥㈹助する事業（市町けの隅榛鴇肋事篭）のみをた入し・葡遭府県、指定≠庵及び中抹市の正接穐助亨ヰについてlま、  

記入の必蔓がないこL（正棟檎助事業について軋別♯lに記入のこL）  

2C欄には、市町村ごと‘弘一■かち8加を蓋し引いた縞を】邑入するこヒ  

3E櫓には、市町村ごとに♯通舞＝こ定める暮埠す引巳入するこヒ  

4F軌こは、市町打ごとにCt■、Dl■及びEl●とモ比厳して、上し少ない欄をモ入すること．  

5Gl■にはノ市町村ごとに平成15和月18日t光≠発案㈹1800l書ヰ生労働省疇用均等・児暮ま伝馬手広吐址■最適知の「母子宮島卵★生活支櫨帯食の円汁な耳管について」の別紙2のモ用■掩墓場  
に上る敵収積の合計Ilを】巳入すること．  

6H穐には、市町村ごとにF≠からG≠を蓋し引いた積象E入すろこと．  

71欄にl壬．H穐の市町け合餅肌こ3／4奮乗じた鑓をR入すろこヒ  

8K靴こは．1柵む≠とを比蚊して、いでhか少ない方の¶音色入すること  

9L櫓には、K櫓の頓に2／3を彙じた璃を混入するこL（1．000円宋欄の犠牲が生じた場創土、これを切檎てるものとナる．）   

（別表2一（D）  

母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金実績調書  

（1）母子家庭等日常生活支援事業  （都道府県名）  

市町け名  鐘事叢t   

▲  
R  

t  

R  

‘＝  

円  
D  

R  

工  
R  

■  
R  

G  

R  

H  

R  

振  

讃l  曇2  

含鰊  

（紀戴上の注烹）  

l本鼓に軋母子震ヰ寧日書生活支捜事業のうち、押巾柑椚う事象に対して鬱道府県が抽助すろ下畿怖町帥欄撥楠物事t）OJみをた入し」掛違府県、指定書市及び中扶市の正接檎助事篭については・  
記入の必蔓がないこと．（正横精勤事禦については、別表1にた入のこと．）  

2Cl■には、市町けごとIu触から8欄を集L引いた概をた入すること  

〇E撫には、市町村ごとに本道如こ定める暮埠傭を正人すろこと．  

1Fl■には、市町村ごとにC椚、D榊及びE穐とを比せして、最も少ない礪を記入するこL  

sG肌こは、市町村ごとに平成15年6月1聞覆兜穐発第0618001書庫生労働省札用均等・児童家庭馬手島は址≠憂通知のー母子寮度等8書生活支捜事象の円汁な壬管についてjの別紙2の費用■捜墓増  
に上る徴収璃の倉廿Ⅷをた入すること．  

6H†■には、市町村ごとにFI織からGl鞠を鷺し引いた積を記入するこL  

711的には、捕れの市町村合計Ⅷに3／4を彙じたtlを記入すること．  

8I用馴こは、l柵臼欄とi比鮫して、いす九か少ない方の≠をE入すること．  

9I」■には、K蜘の傭に2／3を彙じた積を記入すること．（l．000円未満の端数が生じた場合は、これを切線てるものとする．）   
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（別表2一②）   

出ひとり親家庭生活支援事業  （都道府県名）   

市町村名  他の収入礪   誇事業費      寄付金そむ  

※3   案4  

補助事業  
について軋記入の必賽がかこと，（直榊助事業については、別封にE入のこと，）   

2C凱こIt、市町村ごとにん≠からB穐を差し引いた積を記入すること、  

3E凱こは、市町村ごとに本通知に定める基準隠を記入十ること，  

4F柑こは、市町村ごとにC札淵及びE批を比較して、最も少ない領維入すること，  
5G糊に軋F桐の市町村合計額に3／4を鞄じた領を記入すること・  

61欄にIま、G柵とH楕とを比放して、いずれか少ない方の額をだ入十ること・  

7J卿こは．1恥那2／3綿じた額を記入ナること・（1・000円乗積の端数が生じた齢は・これを卯捨てるものとする，）  

（別表2－（診）  

出ひとり親家庭生活支援事業   （都道府鵬）  

市町村名  た事業斉   妄付金その 他の」収入蹟   差引横軸彙経費の （A－－B）案文出積   

▲  B  
r  G  H  

C  D  E  

円  円  円  円  円  円  

騒  

※3  覚4  

合計  

抽助字集  
については，記入の必要がかこと、（正邪細事簑については、別喪‖こ記入のこと、）  

2C榊には、市町村ごとにA聞からB欄を差し引いた額を記入することナ  

3E柵には、市町村ごとに本通知■こ在めろ基準額を記入すること、  

4F珊に軋市町村ごとにC綱LD欄及びE楕とを比較Lて、軌少ない額を記入すること・  
5GⅧにIi、F柵の市町村合餌凱こ3／4を免じた顎を記入すること・  

6‖朴こ軋G柵とH柵とを比較して・いずれか少ない方の額を記入すろこと・  

7川には．澗の那2／線条じた額維入†ること・（1－000円輔の脱が生じた齢は、これ壱切憺て礼のとすろ・）  
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新  旧   

（別表3－①）  （別表3－①）   

母子家庭等対策総合支援事業内訳書  母子家庭零封策総合支援事凄内訳書   

①母子家庭事故葉・自立支援事業（敵手家産尊乳業・自立文壇センター事業）  ①母子享底等耽＃・自立支援事業（母子家庇等就業・自立支援センター事業）   
○平等内容  ○事業内容   
1枕業支援事業  1駄集支捜事業   

2政策実根練習会等事業  2耽業天壌練習会専事業   

3批業情蜘蛛供事業  3就業情＃提供事業   

4 在宅批叢推遁事業  4在宅鼠葉推遺書書   

5 母子享饉嘗地域生播支援事業事業  5母子寮庇響地域生活支援事業事業   

胴冊働の班  耕帥門相紋如靴   

8 政子京応等紋業・自立支援センター稚導職  8母子家瓜専赴集・自立支援センター指導馴   
A集成セミナー事業  1養成セミナー事業   

※事業内容について、′くンフレット等の詳細が分かる資料がある場合には、別添として添付すること．  ※事業内容について、パン7レット専の緋細が分かる資料がある場合には、別絶として添付すること．   

Cl縫警  

討最靂基】■王「F汁【℡曹  

○崖費  
農景区月  

筆書∫内l電   

経費区分  
経費区分   稽王内駅   経費区分   積王内訳  経書区分   積算内訳  

1眈巣支援専業  1耽葉支援雷蔵   1センター当たウ  1耽集文壇事業  1銑集支欄事業   1センター当たり  

6．丁36．000円  6．736．800円  

2耽＃支援練習会専事業  2眈＃支援緋習余等事業  1センター当たり  2耽集文壇練習会等事業  2眈集文壇II習会尊書巣  1センター当たり  
8．541．000円  8．541，8叩円  

3 散薬什雑提供手業  3厳発情ヰ提供事業   1センター当たり  3紋業情≠礎供事業  3就業情鞘提供事業   1センター当たり  
Z，5TS，0叩円  2．575．000円  

4 在宅蹴集権過事業  4在宅政義稚遺書集   1センター当たり  4在宅銑集推進事業  4 在宅農業推j▲事業   1センター当たり  
2．飢和．0伽円  2．000．00ロ円  

5 均＝子宮底等地域生活東城  5 母子雲底輔地域生活支援  1センター・当たウ  5母子寮慮等地域生唐支援  5母子寮底専地域生清文援  1センター当たり  
事業  事業   3．3玖ロ00円  暮蕪 事業   3．359．00（）円  

6 取手家庭筆戦業■自立  6 拉手家底専耽簑・自立  1プロッタ当たウ  8 障子縁戚尊眈集・自立  6 批子家底繹鮭集t自立  1プロγク当たり  
支援センター稚珊■  支援センター指捌  支援センター相場職1  支ばセンター指導職■  
糞慮セミナー事業  集成セミナー事業   集成セミナー■業  養成セミナー事業   

合計欄   円   合計tl   円  合一十軌   円   合廿頬   円  

（注）経費については、対象経費の区分（緻札共済費、報償丸賃金、烏丸霹月井．役精算専）ごとに積算内釈を妃♯ナ  
ること．  （注）経費については、対魚縫費の区分（観酬、共済費、報償費、賃金、旅費、需用費、仕掛費尊）ごとに横井内駅そた戯ナ          るこ♪′L＿例まは「隷馨lでふ九ばnn舶－nn麒生ゃ拝打nn鋼な′♪鯉細に一己鮭すろこと＿   

二1   
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（別表3－②）  
l）  

②母子家庭等日常生活支援事業 ②母子家庭等日常生活支援事業 

腫）本軋ま、市町村事業として実施する場合には、市町村ごとに別業に作成すること。  
（注）本末は、市町村事業として実施する壌創こは・市町村ごとに別葉に作成すること・  

家庭生活冊家腫家庭生活支援員派遣延べ回数  区分 家庭生活派腺底家庭生活支朗冊延べ醜  
区分 

社会的事由を理由とする世＃  
社会的事由を理由とする世帯  

自立促進に必要な事由を理由  自立促進に必要な事由を理由  

とする世帯  とする世＃  

生活環境が激変し日常生活を  生活環境が蘭変し日算生活を  

営むのに特に大きな支障が生  営むのに特に大きな文庫が生  
じている世帯   じている世帯   

合計件数  件  回  
合計件敵  陣  回  

対負撞賛美支出額  基雄頬  対象蛙費実支出胡  

積井内駅  経費区分   積算内訳  蛙費区分  積算内訳  
縫費区分   積算内訳   経費区分  

1か所当たりl．204．000円  1事績費   1か所当たり1．20ヰβ00H  
1事務費  

2派遣手当  2派遣手当  

（1）子育て支援  
（1）子育て支援  

ア深夜、早朝以外の通常  ア慄夜、早期以外の通常  

勤務時間  ■l‘：．  

イ抹習全会場等  イ往習全会場等  

ク早朝、深夜等  ク早期、儒夜等  

エ宿泊分  エ宿泊分  

オ移動時間  オ移動時椚  

（2）生活援助  
（2）生活援助  

ア深夜、早朝以外の通常  7子票夜、早朝以外の通常  

勤辣時間  勤務時間  

イ早朝、深夜等  イ早朝、深夜等  

ウ移動時間  ウ移動時間  

円  円  合計額   

（注1）縫針こついては、対象縫費の区分（糾臥貸金、旅費、需用丸役祷費等）ごとに積算内訳を妃酎‾ることと」－  
（注1）経費については、対象経費の区分（組臥貸金、旅費．需用費、役妨費等）ごとに惰算内訳を記載する辻－  一 
（注2）基準胡については、各々の区分ごとに計算式に基づき詳細に紀鼓すること，  

n円なγ♪惟細に貯鮭ナろニー－  
賄ほ＝ゴ「旅曹lでふ九ばnn択nn新主で拝打n             （注2）基準矧こついては、各々の区分ごとに計算式に基づき詳細に記載すること・  
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（別表3－③）  
（別表3－③）  

③ひとり親家庭生活支援事業 ③ひとり親家庭生活支援事業 
柵舶 新譜府…町舶 

く注）本♯は、柵村事業として抽する場創こは・市町村ごとに別業に作姻すること・  ほ）本貴は、柵村事業として実施する場合に－ま、市町村ごとに別業に作成十ること・  

逃出 逃出 
r 

1生活文捜膿習会  
1生活文壇蛛習金  

2惟臍ま壇事巣  
2ヰホ支援事鳶  

3土日・夜網電帖相談事蕪  3土日・夜間t緒相蚊事業  

1児玉蛸醐戌勃事弟  4児軋研削粕川欄  

5ひとり覿震度什≠交換事A  5ひとり醜緋情≠交執事ヰ  

減事柳訊こついてノーン7サり卿用事事の榊が分か城科が摘舶には、  瓢事集札好こ？いてノくンフレれ事耕す書－の細が分かる珊が鵬場合にはt  

別添として添付すること．  
別添として添付十ること．  

n縫讐  

対象塵着実支出爛  基準慎  
対よ騒天真丈出≠  纂サ疇  

払景区分   積算内駅   騒■区分   積算内訳   
経費区分  積算内駅   経費区分   積算内駅  

1生活文旗緋電会  1生活文壇鱗智会   開催回数）  

1生桔文壇講習会  1生活文壇挑習金   ヨ  

Z馳拇印相磯  2 ヰ♯支援事集   gコ000円  
2 檎ポ支櫨事巣  2惟ず支援事♯   9ユ4．000円  

3土日・夜間t緒相秩事蕪  2．る18．叩○円  3土8・夜間t鱈相鋲事＃  600（I円                       3土日・夜間t帖相紋事象  2．8l，  
3土日・面前亀鮨相鋭事鳶  

ヰ 妃1妨間壇助事集  01回の妨間が1日の場・倉  4児t肪問サ助事農  4児i析間 助事業  01匡lの肪問が18の場合  
ヰリu‖捌跡陳助事業  丁．180円X（妨間建国数）  

丁．480円×（肪仰遽画数）  

01匠lの妨憫が半日のヰ合  01【幻の坊間が半日の場合  

4．820円×（坊間鷹回数）  4．820円×（訪問嬉回数）  

5ひとり観蒙耐雪扁  21こl．0（〉○円  5 ひとり親ま瓜什鞘交換事蕪  6 ひとり≠京応情≠交換事業  21ユ．00¢円  
5ひとり横幕屯什艶文惧事集  

合計欄   円   合計研   円  
合汁聯   円   合計Ⅵ   円  

は）縫針こついては、対象甜の区分（紺、†金・旅†、縞用貫・役折尊）ごとに什抑釈を紀桝‾ることムー  
（注）経費については、称象経費の区分（≠嵐賞金、旅費・♯用貫、役請書事〉ごとに僧抑釈捕れするユ」   肌身ばー禽紺lヤあ九ばnn∬－nn∬婁で什什nnP抽γH吐血に『血すること－  

F i 

ロ
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（別表3－④）   （別表3－④）   

亡弟」盈ネ碇薩白慶喜上さ鎗付   －   ④母子家庭自立支援給付金事＃   

（つ暮簑内黍   
事業内容   

文箱件数等   事業名  支給件牧等   
ユ卓立支援教育訓練給付金事業  支給件数  支給作動  

1自立支援軟膏別経路付金亭篭  

2．高等技能劃疇練促進野草事業  2．木琴技能川綿促過賞尊書業   

支給件数（美件数）  支給遮件数（旋月数）   支給件数（案件救）  支給延件数（延月数）   

（り高等技能刑踵促進封   （1）高等技能訓練促進費   

支給件数   支給件数   

（2）入学支援修了一時金   （2）入学支援膀丁一時金   

ぷ事業内容についてノミンフレソト等の伴細が分かる資料がある穆針こは∴糾所とLて添イオナること，  ※事業内容についてノくンフレプト等の詳細が分かる資料がある棚倉には、別添として耐寸十ること，  

n扱呈  ○塵費  

柑象逢費実支出額  豊里血  対最良賛美支出額  基廷額  

経狩区分 債真西駅 経費区分 積算内訳  経費区分  積算内駅   経驚l五分  職質内釈  

1．自立支埋れ青柳は電給付 1．自立支援教育川経絡付別に定めるところによる  1．自立支援教育別棟給付金事鵜  1．自立支援飲警別棟給付金事業    別に定めるところによる  
金串畿  金書篭  

2．ホ等技能研耗促退費尊書篭 2．高専技億別棟促進費琴事業  2 高等技能l用練促過費等事業  2．ホ等技能訓練促進費等事業  

（1）高等技能訓練 （1）ホ等技能馴綿  （1）高等技能pq   11）高等技能糾   

促進費  堰遺瞥  と － 二 ∴  株促通算   ア 平融9年度以附こ修業を開始した者  
ア 平鹿柑崖度以前に膝薯裏側始Lた者              l上11．DOORx【せ∃倉t正月数1  183．0ロリ円y（支給延月救J   

イ 平成20壷虐一以徐には蒙を蘭旭l＿た普  平成21年  平成21年                                                                         イ 平此ヱ0年度以†真に修業を開始した肴   

一丁）1宙■r】叶良縁さとl襲播1せ♯に属すろ者  ヰー5月分  4－5月分  （ア）市町村民税非陳税世帯に抗する者   
141nO【】P】×r音量象1正月致1  l03．808円×（支給鷹月数）   

＃に足する者  （イ）市町村長税托現世亨削こ属する着  
70．500円×一号給i正月放）  51，508円×（支給施月数）  

（2）入学支援鱈了  

（ア）市町村民税非課税世］削こ属する者  ア 平成19年度以前に修築を開始した着   

50．00D用×（支給件数）  141．qm円×（真綿遮月数）   
（イ）市町村民挽株捜せ帯に属する着  

25．000円×（支給件数）  平成21年  平成21年  

6月分～  6月分－  

小計   小針   

（注一付紐経費美支出打について仁L対象趣費の区分（負担金、柑助及び交け金、扶助費）ごとに積層内釈を妃戴すること，  

（2）入学支援使丁一時金  

（2）入学支岨修了     一時金      一時金  り）l土   円  
／♪li   円           （2）入学支援修丁一時金  

（イ）市町村民税隈税世＃に属する着  7ひ．500円×（支始埴月数）  
141．000円×（支給延月数）  

（ア）市町村民税非鴎税世相こ属する者  

5ロβ00円×（支給件故）  
（イ）市町村民税課税世帯に尽する者  

∠5．DOO円×（支給件数）  

小計   円   小一十   円  
合押領  円   合計貌  円  

（往J対象経費美文出雲別こついては．村農纏算〟〕区分【鼻祖金、補助及び交付金．扶助費〕ごとに糟井内釈を記載することソ   

の
∽
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l蓑3－⑤）  l秦（9－1  

⑤母子自立支援プログラム策定等事業  ⑤母子自立文壇プログラム策定等事業  
）包子自立播プログラム  

事業名  支給件数等  ○事業内容  

電播プログラム  プログラム策定件▲  蛙  プログラム策占・  蛙  

■  樟2【司以上の の  姓  ぅち面接2回ジ  姓  

圭墓凸査  
るだけ注細に   

臆すること∧）  

2．’償支櫻コース亭  支後室A旦  ム  

※事業内容について、′くンフレット等の詳細が分かる資料がある場合には、  
別添として添付すること。  

圭墓凸査 （できるだけ】路細に記臆すること  

※事業内容について、パンフレット等の詳細が分かる資料がある場合には、別添として添付する－と。  紘豊丘企   遺豊丘盟  

○経費  

対象経費実支出塵  基里弦  

盤豊丘公   凰算出狙   盈量．区分  】ニごぴ，旦  

1．手自社音標プログラム  ．息子自立支援プロダフム策  

⊂n  正室圭墓  20．000円×（プログラム策定件■  
Cn  

．．臓遁備首揺コース事  過備支格コース事  
30．000円×（支櫨延月数）  

・…・1人につき3月を上限  

巴  合計題  円  合計額         ー■－ 内訳を妃赦すること＿   （注）対象鮒実支出額については、対象経費の区分（報酬、賃金、旅費、需用費、役務贅、委托料等にとに脚  

全放盈   且  

（注）経費については、対象経費の区分（報臥貸金、旅費、帝用費、役務費、  
委托料等）ごとに積算内訳を紀載するこ捜し一例えば「旅動であれば○   
～∩〔〕駅まで拝復nn円などと珪細に記臆するこ   

雪
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（別蓑3－の一（2  
（2）就職遵傭青揺コース事  （削除）  

£茎墓自室  

五旦 
（できるだ．ること∧  

．・．妻妾内容についてノくンフレッ卜者業計画春等の詳細が分かる督料がある場合には、  
別添として添付すろこと【  

こ又  

経豊丘盆   姐簑血盟  

全註盤   巴  

（注）終 着については、対象経曹 の区分（報臥官金＿旅着、需用敵役務督、番群料等）  
訳盈記載することとし、例えば「旅普lであればOn駅～○〔つ 駅まで  

On円など♪控細に記載すること∧   

の
】
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「母子家庭等就業・自立支援事業の実施について」の一部改正新旧対照表（案）  

○母子家庭等就業・自立支援事業について（平成20年雇児発第0722003号）  

雇児発第0722003号  
平成20年7月22日  

雇児発第0722003号  
平成20年7月22日  

都道府県知事  

各 指定都市市長 殿  
中核市市長  

都道府県知事  

各 指定都市市長 殿  
中核市市長  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長  厚生労働省雇用均等・児童家庭局長  

母子家庭等就業・自立支援事業の実施について   母子家庭等就業・自立支援事業の実施について   

母子家庭の母等は、十分な準備のないまま就業することにより、生計  

を支えるために十分な収入を得ることが困難な状況にある場合が多いこ  
とから、就業支援を柱とした母子家庭等に対する総合的な自立支援策を  
平成15年度から本格的に展開しているところである。その一環として、  

母子家庭の母等の就業をより効果的に促進するため、就業相談から技能  
講習、就業情報の提供に至るまでの一貫した就業支援サービスの提供等  
を実施するとともに、地域生活の支援や養育費の取り決めなどの専門相  
談を実施することとし、別紙のとおり「母子家庭等就業・自立支援事業  
実施要綱」を定め、平成20年4月1日から適用することとしたので、  
本事業の適正かつ円滑な運営を図られたく通知する。   

なお、本通知の施行に伴い、平成15年6月24日雇児発第0624001号本職  
通知「母子家庭等就業・自立支援センター事業の実施について」は、廃  

止する。   

母子家庭の母等は、十分な準備のないまま就業することにより、生計  

を支えるために十分な収入を得ることが困難な状況にある場合が多いこ  
とから、就業支援を柱とした母子家庭等に対する総合的な自立支援策を  
平成15年度から本格的に展開しているところである。その一環として、  

母子家庭の母等の就業をより効果的に促進するため、就業相談から技能  
講習、就業情報の提供に至るまでの一貫した就業支援サービスの提供等  
を実施するとともに、地域生活の支援や養育費の取り決めなどの専門相  
談を実施することとし、別紙のとおり「母子家庭等就業・自立支援事業  
実施要綱」を定め、平成20年4月1日から適用することとしたので、  
本事業の適正かつ円滑な運営を図られたく通知する。   

なお、本通知の施行に伴い、平成15年6月24日雇児発第0624001号本職  
通知「母子家庭等就業・自立支援センター事業の実施について」は、廃  
止する。  



（別紙）  

母子家庭等就業・自立支援事業実施要綱   

1 目的   

母子家庭の母及び寡婦（以下「母子家庭の母等」という。）の自立の  
ため、就業機会の確保は極めて重要であるが、母子家庭の母等の就業  
情報や経験の不足、雇用する側の理解不足など母子家庭の母等を取り  
巻く就業環境は厳しい状況にある。   

母子家庭の母等の自立の支援は就業支援のみならず、養育費の確保の  
推進や地域での生活支援を総合的に講ずる必要があり、＿母子家庭の母  
等の生活実態や地域の実情に応じた支援策を講ずることが重要となっ  
ている。また、父子家庭に対しても子育てや生活面など社会的支援が  
求められている状況にある。さらに、より身近な地域で支援が受けら  
れる体制の整備が求められている。   

こうしたことから、都道府県、指定都市及び中核市並びに身近な市等  
において、個々の母子家庭の母等の家庭の状況、職業適性、就業経験  
等に応じ、適切な助言を行う就業相談の実施、就業に必要な知識や技  
能の習得を図るための就業支援講習、公共職業安定所等職業紹介機関   
と連携した就業情報の提供など一貫した就業支援サービスの提供等を  
実施するとともに、生活の安定と児童の福祉の増進を図るため、養育  
費の取り決めなどに関する専門知識を有する相談員等による相談体制  
の整備や、継続的生活指導を必要としている母子家庭の母等への支援   
を総合的に行うことを目的とする。   

2 事業の種類  
事業の種類は次のとおりとする。  
（1）母子家庭等就業・自立支援センター事業（以下「センター事業」  

という。）  
（2）一般市等就業・自立支援事業（以下「一般市等事業」という。）   

3 実施主体   
センター事業の実施主体は、都道府県、指定都市及び中核市（以下「都  

道府県等」という。）とし、一般市等事業の実施主体は、市及び福祉事  
務所設置町村（特別区を含み、指定都市及び中核市を除く。以下「一  
般市等」という。）とする。   
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また、事業の実施に当たっては、都道府県等及び一般市等との共同実   
施も差し支えない。   

なお、これら事業の全部又は一部を母子福祉団体、社会福祉協議会、  

社会福祉法人、NPO法人等へ委託することができることとし、事業   
の内容に応じて委託先が複数になることも差し支えない。   

4 対象者  
対象者は、母子家庭の母等（夫の暴力により母と子で避難をしてい   

る事例等で、婚姻の実態は失われているが、止むを得ない事情により   
離婚の届出を行っていない者等を含む。）とする。なお、5－（1）－   
ア、ウ、オの事業及び5－（2）－アにより実施する就業支援事業、   
就業情報提供事業及び母子家庭等地域生活支援事業については父子家   

庭の父も対象とする。   

5 事業の内容等  
（1）センター事業  

事業の内容等については次のとおりであり、その実施に当たって  
は、就業支援事業、就業支援講習会等事業及び就業情報提供事業に  
よる一貫した就業支援サービスの提供並びに在宅就業推進事業及び  
母子家庭等地域生活支援事業の実施による総合的な自立支援に努め  
ること。  

ア 就業支援事業  
（ア）就業相談  

個々の母子家庭の母等の就業相談に応じ、家庭の状況、職業の適  

性、就業への意欲形成、職業訓練の必要性、求人等の情報提供、事   
業を経営する上での問題等に対し、適切な助言や支援を行うととも  
に、管内の市町村に赴き、就業に係る巡回相談を行うものとし、そ  
の実施に当たっては、次の事項に留意すること。  

なお、本事業については、父子家庭の．父についても、母子家庭の   

母等に準じて必要な相談支援を行うものとする。（（イ）及び（ウ）   

においても同様とする。）  
a 就業相談は、母子家庭の母等の就業状況、就業をめぐる法制度、  

就業支援施策等に関し十分な知識を有し、相談に関し十分な経験  
を有する者が、就業や事業経営等に関する相談に対して適切な指  
導・助言を行うこと。  

b 就業相談の実施に当たっては、地域の雇用情勢、事業所の雇用  
状況、教育訓練講座の開設状況などの把握に努め、母子家庭の母   

また、事業の実施に当たっては、都道府県等及び一般市等との共同実  

施も差し支えない。   
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ア、ウ、オの事業及び5－（2）－アにより実施する就業支援事業、   
就業情報提供事業及び母子家庭等地域生活支援事業については父子家   
庭の父も対象とする。   

5 事業の内容等  
（1）センター事業  

事業の内容等については次のとおりであり、その実施に当たって  
は、就業支援事業、就業支援講習会等事業及び就業情報提供事業に   
よる一貫した就業支援サービスの提供並型こ在宅就業推進事業及び  
母子家庭等地域生活支援事業の実施による総合的な自立支援に努め  
ること。  

ア 就業支援事業  

（ア）就業相談  

個々の母子家庭の母等の就業相談に応じ、家庭の状況、職業の適  

性、就業への意欲形成、職業訓練の必要性、求人等の情報提供、事  
業を経営する上での問題等に対し、適切な助言や支援を行うととも  
に、管内の市町村に赴き、就業に係る巡回相談を行うものとし、そ  
の実施に当たっては、次の事項に留意すること。  
なお、本事業については、父子家庭の父についても、母子家庭の  

母等に準じて必要な相談支援を行うものとする。（（イ）及び（ウ）  

においても同様とする。）  

a 就業相談は、母子家庭の母等の就業状況、就業をめぐる法制度、  

就業支援施策等に関し十分な知識を有し、相談に関し十分な経験  
を有する者が、就業や事業経営等に関する相談に対して適切な指  
導・助言を行うこと。  

b 就業相談の実施に当たっては、地域の雇用情勢、事業所の雇用  
状況、教育訓練講座の開設状況などの把握に努め、母子家庭の母  



等の就業意欲や能力、生活状況等に応じた助言を行うこと。また、  

公共職業安定所等の行う就業支援施策の内容を踏まえ実施するこ  
ととし、個々の状況に応じ公共職業安定所等が行う就業支援施策  
を活用することについて、公共職業安定所等へ繋げるなど、公共  

職業安定所等と連携を図ること。なお、就業に関する相談以外の  

相談についても、関係機関の連絡先を情報提供するなど必要な支  
援を行うこと。   

c 就業相談を実施するに当たり、職業紹介を併せて行うことがで  
きるよう許可等を受ける等することが望ましいこと。   

d 就業相談に応じた場合には、その内容・助言事項等を記載した  
記録を作成しておくこと。   

e 就業相談の内容について、個人のプライバシー等秘密保持に十  
分に配慮すること。   

f－ 託児コーナーの設置や平日夜間・土日祝日に相談に応じるほか、  

母子家庭の母等に対しては女性相談員の配置やDV被害者等への配  
慮など母子家庭の母等の生活実態やニーズ等を踏まえ実施するこ  
と。   

（イ）就業促進活動  
地域の企業等に対し、母子家庭の母等に対する理解と協力を求める   

活動を行うとともに、求人開拓を行うなど効果的な就業促進活動を行   

うこととし、その実施に当たっては、次の事項に留意すること。   
a 地元企業等を中心とした説明会や訪問活動を実施するなど、母子   
家庭の母等に対する事業所等の理解を深めるため、母子家庭の母等  
の就業、生活実態や支援策など就業・福祉制度について説明を行う  
とともに、その雇用に関して協力を求めること。  

なお、実施に当たっては、地域企業等により組織される商工会議  

所等の協力を得る等、効果的・効率的な支援の実施に配慮すること。   

b 就業促進活動を実施する場合には、地域企業の求人ニーズの把握  
に努め、企業訪問等により得られた情報については、講習等の講座  

内容の設定に反映させるなど、相談関係者等に対し、適宜情報の軽  

供に努めること。   

c その他、地域の実情に応じて就業を促進するための支援活動を行  
うこと。   

（ウ）相談関係者の活動支援等  

効果的かつきめ細かな支援体制を確保するため、地域の母子家庭等   

への就業活動を支援する母子自立支援員など相談関係職員に対する情   

等の就業意欲や能力、生活状況等に応じた助言を行うこと。また、   
公共職業安定所等の行う就業支援施策の内容を踏まえ実施するこ  
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慮など母子家庭の母等の生活実態やニーズ等を踏まえ実施するこ  
と。   

（イ）就業促進活動   

地域の企業等に対し、母子家庭の母等に対する理解と協力を求める  
活動を行うとともに、求人開拓を行うなど効果的な就業促進活動を行   

うこととし、その実施に当たっては、次の事項に留意すること。   
a 地元企業等を中心与した説明会や訪問活動を実施するなど、母子   
家庭の母等に対する事業所等の理解を深めるため、母子家庭の母等   
の就業、生活実態や支援策など就業・福祉制度について説明を行う   

とともに、その雇用に関して協力を求めること。  
なお、実施に当たっては、地域企業等により組織される商工会議   

所等の協力を得る等、効呆的・効率的な支援の実施に配慮すること。   

b 就業促進活動を実施する場合には、地域企業の求人ニーズの把握   
に努め、企業訪問等により得られた情報については、講習等の講座   
内容の設定に反映させるなど、相談関係者等に対し、適宜情報の提   
供に努めること。   

c その他、地域の実情に応じて就業を促進するための支援活動を行   
うこと。  

（ウ）相談関係者の活動支援等   

効果的かつきめ細かな支援体制を確保するため、地域の包子家庭等  
への就業活動を支援する母子自立支援員など相談関係職員に対する情  



報提供や知識の普及など資質向上のための研修会（以下「地域研修会」   

という。）の開催、自立困難ケースへの生活支援についてて関係機関   
の職員との合同検討会議（以下「合同会議」という。）の開催、具体   

的・実践的な就業支援策に関する企画立案や地域の実情に応じた意見   

・情報交換等を行うためのブロック別合同研修会（以下「ブロック研   

修会」という。）の開催など、相談支援体制の整備等を図るものとし、   
その実施にあたっては次の事項に留意すること。   

a 地域研修会の開催に当たっては、公共職業安定所の協力を得て地  
域の雇用状況など就業関係の情報を提供するとともに、地元企業や  
キャリアカウンセラー等の専門家を活用して実施すること。   

b 相談に応じたケースの中には、就業支援のみでは自立を図ること  
ができない様々な問題を複合的に抱えており、重層的な支援策を講  
じる必要のある場合があることから、こうしたケースへの対応を強  
化するため、就業関係、福祉関係、保健・医療関係職員などによる  

合同会議を必要に応じて開催し、共通理解と効果的な支援策につい  
て検討すること。   

c 合同会議において検討したケースについて、その結果や効果につ  
いて合同会議に置いて評価を行い、事例集を作成すること。また、  

当該事例集については、研修会等で活用する等し、地域での支援に  

活かすこと。   
d ブロック研修会は、各ブロック別に実施し、各ブロック内のセン  

ター職員や母子自立支援員等が参加するものとし、就業支援策に関  
する地域の実情に応じた事例検討や意見・情報交換等を行い、各セ  
ンター事業における就業支援策の推進のために活用すること。   

イ 就業支援講習会等事業  
母子家庭の母等は、就業経験がない者、専業主婦であった期間が長   

く再就職に不安がある者、転職希望はあるが仕事と家庭の両立に不安   

を抱えている者、就業に際して必要な技能の習得やより良い就業に就   

くためのキャリアアップを望む者、起業するためのノウハウの習得を   
望む者など様々なニーズが考えられる。そこで、就職準備や離転職、   
起業家支援に関するセミナー（以下「セミナー」という。）や地域の   

実情に応じ、就業に結びつく可能性の高い技能、資格を習得するため   
の就業支援講習会（以下「講習会」という。）を開催することとし、   

その実施に当たっては、就業相談などの機会を活用し周知・広報を図   

るとともに、平日夜間や土日祝日に行う等、母子家庭の母の生活実態   
やニーズを踏まえ開催する他、次の事項に留意すること。  

（ア）セミナーの実施   

報提供や知識の普及など資質向上のための研修会（以下「地域研修会」   

という。）の開催、自立困難ケースへの生活支援についてて関係機関   
の職員との合同検討会議（以下「合同会議」という。）の開催、具体   

的・実践的な就業支援策に関する企画立案や地域の実情に応じた意見  
・情報交換等を行うためのブロック別合同研修会（以下「ブロック研   

修会」という。）の開催など、相談支援体制の整備等を図るものとし、   
その実施にあたっては次の事項に留意すること。   

a 地域研修会の開催に当たっては、公共職業安定所の協力を得て地  
域の雇用状況など就業関係の情報を提供するとともに、地元企業や  
キャリアカウンセラー等の専門家を活用して実施すること。   

b 相談に応じたケースの中には、就業支援のみでは自立を図ること  
ができない様々な問題を複合的に抱えており、重層的な支援策を講  
じる必要のある場合があることから、こうしたケースへの対応を強  
化するため、就業関係、福祉関係、保健・医療関係職員などによる  
合同会議を必要に応じて開催し、共通理解と効果的な支援策につい  
て検討すること。   

c 合同会議において検討したケースについて、その結果や効果につ  
いて合同会議に置いて評価を行い、事例集を作成すること。また、  

当該事例集については、研修会等で活用する等し、地域での支援に  

活かすこと。   
d ブロック研修会は、各ブロック別に実施し、各ブロック内のセン  

ター職員や母子自立支援員等が参加するものとし、就業支援策に関   

する地嘩の実情に応じた事例検討や意見・情報交換等を行い、各セ  
ンター事業における就業支援策の推進のために活用すること。   

イ 就業支援講習会等事業  
母子家庭の母等は、就業経験がない者、専業主婦であった期間が長   

く再就職に不安がある者、転職希望はあるが仕事と家庭の両立に不安   

を抱えている者、就業に際して必要な技能の習得やより良い就業に就   

くためのキャリアアップを望む者、起業するためのノウハウの習得を   

望む者など様々なニーズが考えられる。そこで、就職準備や離転職、   

起業家支援に関するセミナー（以下「セミナー」という。）や地域の   

実情に応じ、就業に結びつく可能性の高い技能、資格を習得するため   
の就業支援講習会（以下「講習会」という。）を開催することとし、   

その実施に当たっては、就業相談などの機会を活用し周知・広報を図   

るとともに、平日夜間や土日祝日に行う等、母子家庭の母の生活実態   
やニーズを踏まえ開催する他、次の事項に留意すること。  

（ア）セミナーの実施  



a セミナー講師には、母子家庭の母等の就業状況や起業に関して深  
い見識を有するものを選定すること。   

b セミナーの開催に当たっては、次の内容を必要に応じて実施する  
こと。   

（a）母子家庭の母等への支援策についての情報提供   

（b）働くことの意義と適性   

（c）就業に向けての生活環境のチェック   

（d）就職、再就職、離転職をとりまく法律、制度   
（e）企業の求める人材   

（f）起業家支援（起業の方法、事業計画、資金計画、労務管理等）   
（g）体験談、意見交換   
（h）就職情報の集め方と見方、求職活動のノウハウ、履歴書の書き  
方、面接の受け方   

（イ） 

a 講習会の実施に当たっては、技能の習熟度に応じた講習会の段階   
的な実施や職場体験の実施など、個々の能力に応じた能力開発の機   
会を提供するため、公共職業能力開発施設や民間の専修学校、各種   
学校に委託するとともに企業の協力を得るなど、既存の施設等を積   
極的に活用して実施すること。  

a セミナー講師には、母子家庭の母等の就業状況や起業に関して深  
い見識を有するものを選定すること。   

b セミナーの開催に当たっては、次の内容を必要に応じて実施する  
こと。   

（a）母子家庭の母等への支援策についての情報提供   

（b）働くことの意義と適性   

（c）就業に向けての生活環境のチェック   

（d）就職、再就職、離転職をとりまく法律、制度   

（e）企業の求める人材   

（f）起業家支援（起業の方法、事業計画、資金計画、労務管理等）   

（g）体験談、意見交換   

（h）就職情報の集め方と見方、求職活動のノウハウ、履歴書の書き  

方、面接の受け方   

（イ）講習会の実施   

a 講習会の実施に当たっては、技能の習熟度に応じた講習会の段階   
的な実施や職場体験の実施など、個々の能力に応じた能力開発の機   
会を提供するため、公共職業能力開発施設や民間の専修学校、各種   

学校に委託するとともに企業の協力を得るなど、既存の施設等を積   
極的に活用して実施すること。  

騨  

b 講習会を受講する者に対して、次により受講旅費を支給できるも  
のとする。  

（a）受講旅費の内容  

受講者の住居と講習会場との間の往復に要する費用（以下「交  

通費」という。）及び受講諸費とすること。  
（b）支給対象者  

受講旅費は、講習会受講者のうち、次のいずれにも該当する  
者に支給すること。   
i原則として母子家庭の母等であって、配偶者のない女子とな  
った日の翌日から起算して7年（当該7年の期間内に疾病その  
他やむを得ない理由により受講申込みをすることができなかっ  
た日がある場合は、当該日数を加算する。）以内に受講申込みを  
した看であること。  

正 受講者の前年分の所得税の額（受講者と生計を一にしてい  
る者に係る所得税の額を含む。）が、雇用対策法施行規則（昭  
和41年労働省令第23号）第1条の4第1項第7号イ（4）   

b 講習会を受講する者に対して、次により受講旅費を支給できるも  
のとする。  

（a）受講旅費の内容  

受講者の住居と講習会場との間の往復に要する費用（以下「交  

通費」という。）及び受講諸費とすること。  
（b）支給対象者  

受講旅費は、講習会受講者のうち、次のいずれにも該当する  

者に支給すること。   

i原則として母子家庭の母等であって、配偶者のない女子とな  
った日の翌日から起算して7年（当該7年の期間内に疾病その  
他やむを得ない理由により受講申込みをすることができなかっ  
た日がある場合は、当該日数を加算する。）以内に受講申込みを  
した看であること。  

立 受講者の前年分の所得税の額（受講者と生計を→にしてい  
る者に係る所得税の額を含む。）が、雇用対策法施行規則（昭  

和41年労働省令第23号）第1条の4第1項第7号イ（4）  



により職業安定局長が定める額を超えない者であること。  

（c）支給額   

交通費（経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法に   

よる運賃等の額によるものとし、その額が1，000円を超えるとき   

は、1，000円とすること。ただし、徒歩により通所するとした場  

合に住居と講習会場との距離が片道2キロメートル未満である   
ものを除く。）と受講諸費470円との合計額とすること。  

により職業安定局長が定める額を超えない看であること。  
（c）支給額   

交通費（経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法に   

よる運賃等の額によるものとし、その額が1，000円を超えるとき   
は、1，000円とすることム ただし、徒歩により通所するとした場  
合に住居と講習会場との距離が片道2キロメートル未満である   
ものを除く。）と受講諸費470円との合計額とすること。  

（ウ）託児サービスの実施  

講習会を開催する際には、母子家庭の母等の受講を容易にするた  
め、児童を預かる託児サービスを行うものとし、その実施に当たっ  

ては、次の事項に留意して実施すること。  
a 託児を行う場合には、利用者の利便性を考慮し、児童数等に応  
じた施設・設備を有する適切な場所を確保すること。  

b あらかじめ利用条件等について定め、利用者への周知を図るこ  
と。   

。児童に対して強食等を提供する場合は、衛生管理等に十分配慮  

すること。  

d 補食等を提供した場合は、利用者に実費負担を求めることがで  
きるが、その場合は、その根拠を明確にしておくこと。   

ウ．就業情報提供事業  
講習会修了者等の求職活動を支援するため、就業支援バンクを開   

設し、 母子家庭の母等の希望する雇用条件等を登録するとともに、   

希望に応じた求人情報を登録された母子家庭の母等に適宜提供する   

とともに、インターネット等を活用した情報提供、電子メール相談、   
企業等への雇用を促進するための啓発活動などを行うこと。また、   
その実施に当たっては、次の事項に留意すること。  

なお、本事業については、父子家庭の父についても、母子家庭の   
母等に準じて必要な情報提供等を行うものとする。   

（ア）情報収集、提供に当っては、公共職業安定所、福祉人材バンク  

等関係機関と密接な連携を図ること。   
（イ）就業支援バンクの開設に当たっては、就業相談や講習会等の機  

会を活用して就業支援バンクについて情報提供を行うこと。   

（ウ）就業支援バンクに登録の申し出があった場合には、希望する区  

域、勤務時間等必要な就業条件、資格、修了した講習内容等の  
事項について確認しておくこと。   

（ウ）託児サービスの実施  

講習会を開催する際には、母子家庭の母等の受講を容易i；するた  

め、児童を預かる託児サービスを行うものとし、その実施に当たっ  

ては、次の事項に留意して実施すること。  
a 託児を行う場合には、利用者の利便性を考慮し、児童数等に応  
じた施設・設備を有する適切な場所を確保すること。  

b あらかじめ利用条件等について定め、利用者への周知を図るこ  
と。  

c 児童に対して補食等を提供する場合は、衛生管理等に十分配慮  
すること。  

d 補食等を提供した場合は、利用者に実費負担を求めることがで  
きるが、その場合は、その根拠を明確にしておくこと。   

ウ 就業情報提供事業  
講習会修了者等の求職活動を支援するため、就業支援バンクを開   

設し、 母子家庭の母等の希望する雇用条件等を登録するとともに、   

希望に応じた求人情報を登録された母子家庭の母等に適宜提供する   

とともに、インターネット等を活用した情報提供、電子メール相談、   
企業等への雇用を促進するための啓発活動などを行うこと。また、   
その実施に当たっては、次の事項に留意すること。  
なお、本事業については、父子家庭の父についても、母子家庭の   

母等に準じて必要な情報提供等を行うものとする。   

（ア）情報収集、提供に当っては、公共職業安定所、福祉人材バンク  

等関係機関と密接な連携を図ること。   
（イ）就業支援バンクの開設に当たっては、就業相談や講習会等の機  

会を活用して就業支援バンクについて情報提供を行うこと。   

（ウ）就業支援バンクに登録の申し出があった場合には、希望する区  

域、勤務時間等必要な就業条件、資格、修了した講習内容等の  
事項について確認しておくこと。  



（エ）登録者の希望する雇用条件等に適した求人情報を得た場合に  
は、インターネット等の活用による電子メールや郵送による情  
報提供など、事前に登録者と調整した方法により情報の提供を  
行うこと。  

なお、郵送等に要する実費については、登録者負担とするこ  
とができること。   

（オ）就業に関する情報誌を定期的に発行し、新着情報を登録者に  

提供すること。   

（カ）社会保険労務士等労働条件に関する知識を有する者が、インタ  

ーネットを活用して就業中の母子家庭の母等の労働条件に関す  
る諸問題について相談に応じること。   

（キ）収集した情報は、地域の母子・父子家庭への就業活動を支援す  

る母子自立支援員やその他相談関係職員にも提供するとともに、  

講習会の講習内容に反映させるなどの活用を図ること。   

（ク）ポスター、パンフレット等を活用して就業支援バンク等の周知   

・広報を積極的に行うこと。また、この際、企業等へ母子・父子   

家庭の雇用を促進するために啓発する内容も盛り込むこと。   

（ケ）インターネットを使用して、情報の提供、相談等を行う場合に  

は、個人情報の管理等に十分留意すること。   
（コ）財団法人女性労働協会「女性と仕事の未来館ホームページ」に  

おいて、労働条件等に関する電子メール相談を実施しているの  
で、母子家庭の母等に対し適宜、情報提供を行うこと。   

エ 在宅就業推進事業  
在宅就業推進事業については、在宅での就業を希望する者、在宅   

就業において必要とされるスキルアップを希望する者等を対象とし   

たセミナーの開催、在宅で就業する母子家庭の母同士の情報共有に   
ついて資するためのサロン事業、在宅就業者として就業を開始して   
まもない時期において、仕事の受注、検品、納品等に関する基本的   

なノウハウを提供・コーディネイトする事業など、在宅就業者等に   
必要な支援を行うこととする。   

オ 母子家庭等地域生活支援事業   

母子家庭の母等の中には人間関係の形成が不得手であったり、生活   
習慣、生活意欲、価値意識に問題を抱え、就業を継続することができ   

ず転職を繰り返すなど、安定した就業生活を営むことが困難な者があ   

り、地域での生活支援を必要としている。 また、児童をひとりで養育   

していることから、就業支援活動に加えて生活面での支援体制を強化   

（エ）登録者の希望する雇用条件等に適した求人情報を得た場合に  
は、インターネット等の活用による電子メールや郵送による情  
報提供など、事前に登録者と調整した方法により情報の提供を  
行うこと。  

なお、郵送等に要する実費については、登録者負担とするこ  
とができること。   

（オ）就業に関する情報誌を定期的に発行し、新着情報を登録者に  

提供すること。   
（カ）社会保険労務士等労働条件に関する知識を有する者が、インタ  

ーネットを活用して就業中の母子家庭の母等の労働条件に関す  
る諸問題について相談に応じること。   

（キ）収集した情報は、地域の母子・父子家庭への就業活動を支援す  

る母子自立支援員やその他相談関係職異にも提供するとともに、  
講習会の講習内容に反映させるなどの活用を図ること。   

（ク）ポスター、パンフレット等を活用して就業支援バンク等の周知   

・広報を積極的に行うこと。また、この際、企業等へ母子・父子  
家庭の雇用を促進するために啓発する内容も盛り込むこと。   

（ケ）インターネットを使用して、情報の提供、相談等を行う場合に  

は、個人情報の管理等に十分留意すること。   

（コ）財団法人女性労働協会「女性と仕事の未来館ホームページ」に  

おいて、労働条件等に関する電子メール相談を実施しているの  
で、母子家庭の母等に対し適宜、情報提供を行うこと。   

エ 在宅就業推進事業  
在宅就業推進事業については、在宅での就業を希望する者、在宅   

就業において必要とされるスキルアップを希望する者等を対象とし   
たセミナーの開催、在宅で就業する母子家庭の母同士の情報共有に   
ついて資するためのサロン事業、在宅就業者として就業を開始して   
まもない時期において、仕事の受注、検品、納品等に関する基本的   

なノウハウを提供・コーディネイトする事業など、在宅就業者等に   
必要な支援を行うこととする。   

オ 母子家庭等地域生活支援事業   

母子家庭の母等の中には人間関係の形成が不得手であったり、生活   
習慣、生活意欲、価値意識に問題を抱え、就業を継続することができ   

ず転職を繰り返すなど、安定した就業生活を営むことが困難な者があ   

り、地域での生活支援を必要としている。また、児童をひとりで養育   

していることから、就業支援活動に加えて生活面での支援体制を強化  

L  



する必要がある。このため、地域の母子生活支援施設等の相談・指導  

機能を活用して、そのノウハウを活かした相談指導等の生活支援を継  
続的に行うとともに、養育費の取り決めなど生活に密着した問題を解  
決するための専門家を招いて行う特別相談事業を行うものとする。   

さらに、母子家庭等の養育費の確保のため、養育費に関する専門知  

識を有する相談員を設置し、養育費の取り決めや支払いの履行・強制  

去  

等への講習会などを実施するものとする。   

なお、本事業については、父子家庭に対しても、必要な情報の提供  
や相談支援を併せて行うものとし、その実施に当たっては、次の事項  
に留意すること。  

（ア）母子・父子家庭の職場や家庭を訪問する巡回相談を実施する  

など継続的生活支援を行うこと。  

（イ）相談指導に当たっては、人間関係の形成、親子関係の再構築、   

経済観念の醸成など適切な相談指導を行うとともに、必要な場合   
には関係機関や地域組織と連携した支援体制の調整を図ること。  

（ウ）事業実施に当たっては、地域の母子自立支援員や相談関係者と   

密接な連携を図って実施すること。  

（エ）特別相談は、離婚、親権等の問題、消費者金融や悪質商法など   

法律に関する問題や生活上の諸問題に対応するため専門家の助言   

を行うものとする。  

（オ）養育費相談については、養育費に関する相談の他、面接交渉等  

の問題も含め相談に応じるとともに、離婚後のみならず、離婚前   
の者も対象として実施するものとし、必要に応じて弁護士等の紹   
介、家庭裁判所等で母子家庭の母等自らが手続きする際の書類作   
成支援等を行うこと。  

なお、養育費相談の実施に当たっては、適宜、養育費相談支援   

センターの助言を受ける等、同センターと連携しつつ実施するこ  
と。  

（カ）特に父子家庭については、父子家庭になった直後の生活に支援   

を必要としている場合が多いことから、子育て、生活相談や必要   
な制度の活用方法など情報提供を行うこと。  

（キ）相談の実施に当たっては、平日夜間・土日祝日に相談を実施す  

する必要がある。このため、地域の母子生活支援施設等の相談・指導  

機能を活用して、そのノウハウを活かした相談指導等の生活支援を継  
続的に行うとともに、養育費の取り決めなど生活に密着した問題を解  
決するための専門家を招いて行う特別相談事業を行うものとする。   

さらに、母子家庭等の養育費の確保のため、養育費に関する専門知  

識を有する相談員を設置し、養育費の取り・決めや支払いの履行・強制  

執行に関する相談・調整や情報提供のほか、母子家庭等への講習会な  
どを実施するものとする。   

なお、本事業については、父子家庭に対しても、必要な情報の提供  

や相談支援を併せて行うものとし、その実施に当たっては、．次の事項  

に留意すること。   

（ア）母子・父子家庭の職場や家庭を訪問する巡回相談を実施する   
など継続的生活支援を行うこと。  

（イ）相談指導に当たっては、人間関係の形成、親子関係の再構築、   

経済観念の醸成など適切な相談指導を行うとともに、必要な場合   
には関係機関や地域組織と連携した支援体制の調整を図ること。  

（ウ）事業実施に当たっては、地域の母子自立支援員や相談関係者と   

密接な連携を図って実施すること。  

（エ）特別相談は、離婚、親権等の問題、消費者金融や悪質商法など   

法律に関する問題や生活上の諸問題に対応するため専門家の助言   

を行うものとする。  
（オ）養育費相談については、養育費に関する相談の他、面接交渉等   

の問題も含め相談に応じるとともに、離婚後のみならず、離婚前   
の者も対象として実施するものとし、必要に応じて弁護士等の紹   
介、家庭裁判所等で母子家庭の母等自らが手続きする際の書類作   
成支援等を行うこと。  

なお、養育費相談の実施に当たっては、適宜、養育費相談支援   

センターの助言を受ける等、同センターと連携しつつ実施するこ  
と。  

（カ）特に父子家庭については、父子家庭になった直後の生活に支援   

を必要としている場合が多いことから、子育て、生活相談や必要   
な制度の活用方法など情報提供を行うこと。   

るほか、母子家庭の母等に対しては女性相談員の配置やDV被害者  

等への配慮など母子家庭の母等の生活実態やニーズ等を踏まえ実  
施すること。  



（2）一般市等事業  

一般市等事業は、より身近な地域においても母子家庭の母等が自  
立支援を受けられるよう、（1）のセンター事業と同様の事業を一般  

市等においても実施することとし、実施に当たっては、次の事項に  

留意すること。  

ア 事業の種類は、（1）の就業支援事業、就業支援講習会等事業、  

就業情報提供事業、在宅就業推進事業、母子家庭等地域生活支援  

事業とし、その中から、地域の実情に応じ必要な事業を選択して  

実施することも差し支えない。   

イ 都道府県等や近隣の市等と必要に応じ連携を図る、事業の共同  

実施をする等、効果的・効率的な支援に配慮すること。   

6 関係機関との連携等   
都道府県等及び一般市等は、これらの事業を実施するに当たっては、  

母子家庭の母等に対し、本事業の趣旨の周知徹底を図るとともに、公  

共職業安定所、福祉人材バンク、児童相談所、福祉事務所、養育費相  
談支援センター、民生委員・児童委員、母子生活支援施設、母子自立  
支援員、その他の福祉・就業関係機関との連携に努めるものとする。   

7 国の補助  
国は、都道府県等及び一般市等が実施する事業について、別に定め   

るところにより補助するものとする。   

（2）一般市等事業  

一般市等事業は、より身近な地域においても母子家庭の母等が自   
立支援を受けられるよう、（1）のセンター事業と同様の事業を一般  
市等においても実施することとし、実施に当たっては、次の事項に  

留意すること。  

ア 事業の種類は、（1）の就業支援事業、就業支援講習会等事業、  

就業情報提供事業、在宅就業推進事業、母子家庭等地域生活支援  

事業とし、その中から、地域の実情に応じ必要な事業を選択して  

実施することも差し支えない。  

イ 都道府県等や近隣の市等と必要に応じ連携を図る、事業の共同  

実施をする等、効果的一効率的な支援に配慮すること。   

6 関係機関との連携等   

都道府県等及び一般市等は、これらの事業を実施するに当たっては、  
母子家庭の母等に対し、本事業の趣旨の周知徹底を図るとともに、公  

共職業安定所、福祉人材バンク、児童相談所、福祉事務所、養育費相  
談支援センター、民生委員・児童委員、母子生活支援施設、母子自立  
支援員、その他の福祉・就業関係機関との連携に努めるものとする。   

7 国の補助  
国は、都道府県等及び一般市等が実施する事業について、別に定め   

るところにより補助するものとする。  



「ひとり親家庭生活支援事業の実施について」一部改正新旧対照表（案）  

○ひとり親家庭生活支援事業の実施について（平成15年6月18日雇児発第0618005号）  

現  行  改 正 後  

雇児発第0618005号  
平成15年6月18日  

雇児発第0618005号  
平成15年6月18日  

都道府県知事  

各 指定都市市長 殿  
中核市市長  

都道府県知事  

各 指定都市市長 殿  
中核市市長  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長  厚生労働省雇用均等・児童家庭局長  

ひとり親家庭生活支援事業の実施について   ひとり親家庭生活支援事業の実施について   

母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律（平成14年法律第119号）の施行  
に伴い、母子家庭等の福祉の一層の増進を図るため、従来の「ひとり親家庭生活  
支援事業」の事業内容の見直しを行い、別紙「ひとり親家庭生活支援事業実施要  
綱」を定め、平成15年4月1日から適用することとしたので、本事業の適正かつ  
円滑な実施を図られたく通知する。   

なお、本通知の施行に伴い、平成14年6月20日雇児発第0620003号「ひとり親  
家庭生活支援事業の実施について」は廃止する。  

母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律（平成14年法律第119号）の施行  
に伴い、母子家庭等の福祉の一層の増進を図るため、従来の「ひとり親家庭生活  
支援事業」の事業内容の見直しを行い、別紙「ひとり親家庭生活支援事業実施要  
綱」を定め、平成15年4月1日から適用することとしたので、本事業の適正かつ  
円滑な実施を図られたく通知する。   

なお、本通知の施行に伴い、平成14年6月20日雇児発第0620003号「ひとり親  
家庭生活支援事業の実施について」は廃止する。  

（別紙）  

ひとり親家庭生活支援事業実施要綱   

第1 目的  
この事業は、母子家庭及び父子家庭（以下、「ひとり親家庭」という。）並び   

に寡婦は、児童の養育や健康面の不安など生活の中に多くの問題を抱えている。   
また、こうした家庭の児童は、親との死別、離別という事態に直面し、精神的  

（別紙）  

ひとり親家庭生活支援事業実施要綱   

第1 目的  
この事業は、母子家庭及び父子家庭（以下、「ひとり親家庭」という。）並び   

に寡婦は、児童の養育や健康面の不安など生活の中に多くの問題を抱えている。   
また、こうした家庭の児童は、親との死別、離別という事態に直面し、精神的   



も  

＿  

に  
、■－  

ヽ 図り  
にも不安定な状況にある。  このため、親自身が生活の中で直面する諸問題の解決や児童の精神的安定を  
図り、ひとり親家庭及び寡婦（以下世と且盈家庭豊」という。）の地域での  
生活を総合的に支援することを目的とする。  

第2 実施主体  実施主体は、都道府県（指定都市及び中核市を含む0以下、同じ）又は市町 村（特別区を含み指定都市及び中核市を除く0以下、同じ。）とし、この事業 の一部を母子福祉団体、NPO等（以下、「事業実施団体」という。）に委託す   
ることができる。  

第3 事業の内容等  この事業は、次の1から旦の事業について、地域の実情に応じて選択実施で   
きるものとする。  

を総合的に支疲することを目的とする0  

第2 実施主体   
実施主体は、都道府県（指定都市及び中核市を含む。以下、  
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の一部を母子福祉団体、Nさd垂（以下、「事業実施団体」 ’l■J ＼1リ〃■JlエーLJl・・」▼′ ■l‾′1■‾－■■   
ることができる。  

第3 事業の内容等  この事業は、次の1から且の事業について、地域の実情に応じて選択実施で   
きるものとする。   



こと。また、必要輌次ぎが可能と  
こと。  の連携を図る  機関と  関係部署  支援・取組の  なるよう、各  

る   保管す   相談記録  容をまとめた  容・助言等の  オ 相談   
報の取  相談によ  と。また  に努めるこ   

すること。  の十分に配   ついては  
童 を相談中に預かる  の児   る ひとり  て相談  を受けてい  必要に応じ  

すること。  託児サービスを  

考慮し、児童数等  舶  

こと。  場所を確保する  を宥する適切な   に応じた設備   

ること。  者への周知を図  め、利用   件等について  じめ利用  （イ）あらか  

に配慮するこ  場合  提供する  食等を  （ウ）児童に対して   

と。 （土洞ぎ食等  担 を求めることができる  に 実費負   し た場合は、利用者  を提供  
くこと。  を明確にしてお  はその根拠  が、その場  

1生活支援講習会等事業  ‾ 

は遠面  

2生活支援講習会等事業  ‾ 

児薩高  

連毛   
児サービスを併せて提供するものとする。  

（1）事業内容  
ア生活支援講習会  

生活支援講習会の講習種目は、ひとり親家庭筆の生活指導等を行うた  
めに必要な、次の講習とする。  
（ア）児童のしつけ・育児に関する講習  

（イ）養育費の取得手続に関する講習  

（ウ）健康づくりに関する講習  

（エ）その他、地域において必要と認める講習  

談に応じるもの  母子家庭等の相  とともに、個々の  生活支援講習会を開催する  
り用しやすい  とする。ま  

必要がある  かる託児サービスを併せて提供するものとす  

る。  
（1）事業内容   

ア生活支援講習会  
生活支援講習会の講習種目は、申子家庭筆の生活指導等を行うために   

必要な、次の講習とする。   
（ア）児童のしつけ・育児に関する講習   

（イ）養育費の取得手続に関する講習   

（ウ）健康づくりに関する講習   
（エ）その他、地域において必要と認める講習   

イ 生活相談   

（ア）各種講習終了後、当該講習で取り扱われた分野に知識・経験を有す  
る者による個別相談を実施する。   

（イ）個別相談を実施した場合には、相談記録を整備しておくこと。また、  
必要な場合には、本人の承諾を得て母子自立支援等関係者に情報提供  
しておくこと。   

り 託児サービス  
必要に応じて生活支援講習会、生活相談を受けているひとり親家庭の   

麹嬰扶養している児童を講習会や相談中に預かる託児サービスを実施す  

る。  
（2）対象者   

生活指導、相談を希望する母子家庭等であって、生活支援講習会の受講   

イ 生活相談  
（ア）各種講習終了後  相 談員等を  相 談支援事業の   1のひとり親家庭  

による個別  分野に知識   し、当該講習で取り扱われた  

福蘭を実施する。   
（イ）個別相談を実施した場合には、相談記録を整備しておくこと。また、  

必要な場合には、本人の承諾を得て母子自立支援等関係者に情報提供  
しておくこと。   

ウ 託児サービス  
必要に応じて生活支援講習会、生活相談を受けているひとり親家庭の   

児童を講習会や相談中に預かる託児サービスを実施する0  

（2）対象者   

ひとり親家庭等を対象者とする。  



疲、生活の安定を図ることが見込まれると実施主体堪墾塑  

（3   

ア 生活支援講習会  
（ア）（1）の「ア」に掲げる各講習会ごとに年2回以上実施すること0  

（イ）講習内容は、講習を受講することにより受講者の自立につながると  
認められるものとすること。   

イ生活相談  
（ア）生活相談に応じる者は、生活支援講習会の講習内容に閲し知識・経  

験を有し、適切な助言・指導をできる者を選択すること0                                                                                   ＿ ＿   ＿、．．．▲＿ ト．＿ L ＿ 
＿．．＿ ▼d  ～  ′ ＿．．＿  J   

（3）実施方法等  

ア 生活支援講習会   
（ア）（1）の「ア」に掲げる各講習会ごとに年2回以上実施すること0   

（イ）講習内容は、講習を受講することにより受講者の自立につながると  
認められるものとすること。  

イ生活相談   

（ア）生活相談に応じる者は、生活支援講習会の講習内容に関し知識・経  
験を有し、適切な助言・指導をできる者を選択すること0   

（イ）生活相談にあたっては、相談者の状況に応じて適切な塾亘を行うと  

（り持に十分に配  
ウ 託児サービス   

（ア）託児サービスを行う場合には、利用者の利便性を考慮し、児童数等  

（イ周知を図ること。   
（ウ）児童に対して補食等を提供する場合は衛生管理等十分に配慮するこ  

と。   
（エ）補食等を提供した場合は、利用者に実費負担を求めることができる  

が、その場合はその根拠を明確にしておくこと0  

（削除）   

アドバイスを  （イ）生活相談にあたっ士は、相談者の状況に応じて適切な  
行うとともに、必要に応じて関係機関と連絡を密にする  

（ウ）生活相談の内昼旦、機密保持に十分に配慮すること0   
こと。  

ウ 託児サービス   

（ア）託児サービスを行う場合には、利用者の利便性を考慮し、児童数等  

（イ図ること。   
（ウ）児童に対して補食等を提供する場合は衛生管理等十分に配慮するこ  

と。   
（ェ）補食等を提供した場合は、利用者に実費負担を求めることができる  

が、その場合はその根拠を明確にしておくこと。  

2 健康支援事業  

働  えていても  に おいて不安を抱  い ては、健康面   につ  
等が要因  こうした  状況に  とが困  するこ  ば生活   

じるなど  に問題が  生じたり  生活に困  
ることか   難にし  立を困  係 に影響し  族関   

理に必要  に対して  ら、これらの  
を行うもので  係の詞   

に ついて相談  した母子  的  的、身体  に精神  会の際  

アドバイスをす  適切な  に訪問し  の居宅を  は、対  健康相   
医療機関  に応じて  た、必要  行うこと。   るとともに  

あたること。  

慣等を  

スメントを  のアセ  の成長・発   



いに、 
．  

た船にはその内容●指示事項等を記軋  

について秘密保持に十分に配慮すること。  相談員は、、相  オ 健   

3 土日・夜間電話相談事業  

中などに就業や子育てを抱えているうえ、相談  母子家庭等は、平日や日   
ることから、比較的日  間に余裕のある夜間  相手を選るのに困難な面があ  

切なアドバイスを得ることのできる  休日において気   

相談を実  

（2）対象者  

母子家庭等を対象者とする。  

ア 相談内容は以下の内容とする。  
「ニ・＼；ミ活－－・勺㌫こ羽十う1－ヒ記モ 

に関する相談   

ミ庭等の相談に対して適切な助言  

（イ）児童のしつけ  

（ウ）養育費に関する相談  

指導をする  談具には   イ 電話  
ること。  ことができる   

し、平日夜間及び休日に母子家庭等から  ウ母子福祉センター等を利用  
に応ずること。  相談に対して電話   

番電話装置月の専用電話を設置すること  の利便のために  エ 相談  

力 

ォいては、母子家庭等  の悩み事等について行うが、より  
円 滑な相談指導  切な相談機関を  な相談等については  し、  

を行うこと。  
誌等を設け、相談内容の要点を記録し、効果的  カ 電話相談員は、相談日   

に努めること。  

キ 相談 容については、秘密保持に十分に配慮すること。   

生 児童訪問援助事業  
（1）事業内容  

ひとり親家庭の児童は、親との死別・離婚等により心のバランスを崩し   
不安定な状況にあることから、心の葛藤の緩和し、地域での孤立化を防ぎ   
新しい人間関係を築くなどの援助を必要としている。   

旦 児童訪問援助事業  
（1）事業内容  

ひとり親家庭の児童は、親との死別・離婚等により心のバランスを崩し   
不安定な状況にあることから、心の葛藤の緩和し、地域での孤立化を防ぎ   
新しい人間関係を築くなどの援助を必要としている。  



そこで、ひとり親家庭野路道が気軽に相談することのできる大学生等（以  
下、「児童訪問援助員（ホームフレンド）」という。）を児童の家庭に派遣  
し、児童の悩みを聞き、心の支えとなるとともに、生活面の指導を行う。  

（2）対象者  

ひとり親家庭の児童を対象とする。  
（3）実施方法等  

ア 派遣対象家庭名簿の作成等   
（ア）本事業の実施にあたっては、派遣を希望するひとり親家庭の申請に  

よりあらかじめ派遣対象家庭名簿を作成しておくこと。  
（イ）また、派遣対象家庭名簿の適正な管理等に努めること。  

イ 児童訪問援助員（ホームフレンド）の登録等  
（ア）児童訪問援助員（ホームフレンド）には、ひとり親家庭の児童の福  
祉の向上に理解と熱意を有すると認められる者を選定し、登録するこ  
と。  

（イ）派遣対象家庭名簿に登載されている家庭から児童訪問援助員（ホー  
ムフレンド）の派遣の申し出があった場合には、登録された児童訪問  
援助員（ホームフレンド）の中から適当な者をその家庭に派遣するこ  
と。  

（ウ）当該児童訪問援助員（ホームフレンド）に対し、派遣先の家庭の状  
況など必要な説明を行った上で、派遣すること。  

ウ 実施方法等  
（ア）児童訪問援助員（ホームフレンド）は、児童のよき理解者として児  
童に接し、相談に応じるとともに、生活面での指導を行うこと。  

（イ）派遣は、1日又は半日を単位とし、1回の派遣に要する時間は、そ  
れぞれ、概ね8時間又は4時間以内とすること。  

（ウ）派遣日数は、当該児童の状況を勘案して決定すること。  
（ェ）児童訪問援助員（ホームフレンド）は活動状況について派遣のつど  
事業実施団体に報告すること。  

（オ）児童訪問援助員（ホームフレンド）その他この事業の関係者は、相  
談内容等について、秘密保持に十分配慮すること。  

（カ）事業実施団体は、児童を担当している児童訪問援助員（ホームフレ  
ンド）に対して指導・監督を行うとともに、専門機関の協力を求め、  
必要な助言を行うこと。   

已 ひとり親家庭情報交換事業  
（1）事業内容  

ひとり親家庭になって間もない家庭は、生活環境の変化が乏しく、親自   
身が生活の中で直面する問窟にひとりで悩み、精神面でも不安定な状況に   
ある。こうしたひとり親家庭が定期的に集い、お互いの悩みを打ち明けた   
り相談し合う場を設け、ひとり親家庭の交流や情報交換を行うとともに、   
共助の精神を養い、早期自立のための意欲の形成と家庭生活の安定を図る   
ものである。  

（2）対象者   

そこで、ひとり親家庭野路道が気軽に相談することのできる大学生等（以   
下、「児童訪問援助員（ホームフレンド）」という。）を児童の家庭に派遣  
し、児童の悩みを聞き、心の支えとなるとともに、生活面の指導を行う。  

（2）対象者  

ひとり親家庭の児童を対象とする。  
（3）実施方法等  

ア 派遣対象家庭名簿の作成等  
（ア）本事業の実施にあたっては、派遣を希望するひとり親家庭の申請に  

よりあらかじめ派遣対象家庭名簿を作成しておくこと。  
（イ）また、派遣対象家庭名簿の適正な管理等に努めること。   

イ 児童訪問援助員（ホームフレンド）の登録等  
（ア）児童訪問援助員（ホームフレンド）には、ひとり親家庭の児童の福  

祉の向上に理解と熱意を有すると認められる者を選定し、登録するこ  
と。  

（イ）派遣対象家庭名簿に登載されている家庭から児童訪問援助員（ホー  
ムフレンド）の派遣の申し出があった場合には、登録された児童訪問  
援助員（ホームフレンド）の中から適当な者をその家庭に派遣するこ  
と。  

（ウ）当該児童訪問援助員（ホームフレンド）に対し、派遣先の家庭の状  
況など必要な説明を行った上で、派遣すること。  

ウ 実施方法等  
（ア）児童訪問援助員（ホームフレンド）は、児童のよき理解者として児  
草に接し、相談に応じるとともに、生活面での指導を行うこと。  

（イ）派遣は、1日又は半日を単位とし、1回の派遣に要する時間は、そ  
れぞれ、概ね8時間又は4時間以内とすること。  

（ウ）派遣日数は、当該児童の状況を勘案して決定すること。  
（エ）児童訪問援助員（ホームフレンド）は活動状況について派遣のつど  

事業実施団体に報告すること。  
（オ）児童訪問援助員（ホームフレンド）その他この事業の関係者は、相  

談内容等について、秘密保持に十分配慮すること。  
（カ）事業実施団体は、児童を担当している児童訪問援助員（ホームフレ  

ンド）に対して指導・監督を行うとともに、専門機関の協力を求め、  
必要な助言を行うこと。   

4 ひとり親家庭情報交換事業  ‾ 
（1）事業内容  

ひとり親家庭になって間もない家庭は、生活環境の変化が乏しく、親自   
身が生活の中で直面する問題にひとりで悩み、精神面でも不安定な状況に   
ある。こうしたひとり親家庭が定期的に集い、お互いの悩みを打ち明けた  
り相談し合う場を設け、ひとり親家庭の交流や情報交換を行うとともに、   
共助の精神を養い、早期自立のための意欲の形成と家庭生活の安定を図る  
ものである。  

（2）対象者  



ひとり親家庭の親を対象とする。   
（3）実施方法等  

ア 事業実施団体は、事業の実施するにあたり適切な指導者を配置し、活  
動支援を行うこと。  

イ 指導者は、次のような方針に基づいて指導にあたること。  
（ア）個人の課題の把握と解決に向けた力量形成  

（イ）自己実現のための自己変革への意欲の高揚  

（ウ）良好な人間関係の形成への支援  

（エ）個人の主体性や自主性を尊重するとともに、適切なグループワーク  
を通じて、能率的な活動ができるような支援  

ウ この事業は、児童館等既存の施設を積極的に活用して実施すること。  
エ この事業は、年6回程度開催すること。   

第4 関係機関との連携等   
都道府県及び市町村は、この事業を実施するに当たっては、あらかじめ、壁   

子家庭等に対し、事業の趣旨の徹底を図るとともに、常に母子自立支援員、民   
生委員・児童委員、母子福祉団体、母子生活支援施設等の関係機関との連携を   
密にするものとする。   

第5 国の補助  
国は、都道府県が実施する事業及び市町村が実施する事業に対し都道府県が   

補助する事業について、別に定めるところにより補助する。   

ひとり親家庭の親を対象とする。   
（3）実施方法等  

ア 事業実施団体は、事業の実施するにあたり適切な指導者を配置し、活  
動支援を行うこと。  

イ 指導者は、次のような方針に基づいて指導にあたること。  
（ア）個人の課題の把握と解決に向けた力量形成  

（イ）自己実現のための自己変革への意欲の高揚  

（ウ）良好な人間関係の形成への支援  

（エ）個人の主体性や自主性を尊重するとともに、適切なグループワーク  
を通じて、能率的な活動ができるような支援  

り この事業は、児童館等既存の施設を積極的に活用して実施すること。  
エ この事業は、年6回程度開催すること。   

第4 関係機関との連携等  
都道府県及び市町村は、この事業を実施するに当たっては、あらかじめ、ひ  

こ   

を密にするものとする。   

第5 国の補助  
国は、都道府県が実施する事業及び市町村が実施する事業に対し都道府県が   

補助する事業について、別に定めるところにより補助する。  
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資料7  

（案）  

雇児発※※※※第※号  

平成22年※月※※日   

各都道府県知事 殿  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長  

婦人保護施設における人身取引被害者に対する支援体制の確保について   

婦人保護事業の推進については、かねてから特段の御配意を煩わしているところ  

であるが、婦人保護施設において、通訳者・ケースワーカー（外国人専門生活支援  

者）の派遣を外国人支援に実績のある民間団体等へ依頼した場合における当該経費  

や人身取引被害者（以下「被害者」という。）に係る医療費を支弁した場合におけ  

る当該経費について国から予算の範囲内で補助を行うことにより、被害者の適切な  

支援を確保することとし、次のとおり実施方法を定め、平成22年度から実施する  

こととしたので、その適正かつ円滑な実施を期されたく通知する。  

1 趣旨  

被害者の保護については、これまでも婦人相談所における一時保護において   

対応して来たところであるが、保護期間が中長期化するケースに対して適切に、   

対応し、被害者の心身の安定・回復を図ることができるように、婦人保護施設   
においても保護を実施することが求められている。このため、婦人保護施設に   

おいて、通訳者・ケースワーカーを確保すること、また、被害者の干「ズに応   

じて必要な医療を受けることにより、婦人保護施設における被害者への支援体   

制を確保することとする。  

2 支援内容  

（1） 通訳者・ケースワーカーの確保  

被害者の状況や要望等に対応し、適切な支援を実施するため、通訳者・ケ  

ースワーカーの派遣を外国人支援に実績のある民間団体等へ依頼する。  

① 通訳者  

次のア～りの条件をできるだけ満たす者とすること。  

ア 被害者の母語に精通し、かつ、人身取引に関する知識を有する者  

イ 人身取引被害者への支援に取り組んでいる国際機関や民間団体職員等  

ウ 加害者と関係しない者  
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② ケースワーカー   

次のア～ウの条件をできるだけ満たす者とすること。   

ア 被害者の自国の生活様式、社会保障等に精通し、かつ、人身取引に関  

する知識を有する者   

イ 人身取引被害者への支援に取り組んでいる国際機関や民間団体職員等   

ウ 加害者と関係しない者  

（2） 医療の受診等  

被害者の状況や要望等に対応し、そのニーズを踏まえ、他法他制度が利  

用できない場合に医療機関における診察、検査、治療又は診断書の発行等  

の必要な医療を受けさせること。  

3 運営の留意点等  

（1） 本支援車業の実施に当たっては、外国人支援に実績のある国際機関、民間  

団体、国際交流協会等関係機関と連携を密に図ること。  

（2） 本支援事業において、加害者側へ被害者の居所等の情報が漏洩することが  

ないよう個人情報の取扱いには十分留意すること。  

4 経費  

この通訳者・ケースワーカーの確保や医療費の支弁に要する経費について   

は、平成15年1月29日厚生労働省発雇児第0129001号厚生労働事務次官通   

知の別紙「婦人保護費国庫負担金及び国庫補助金交付要綱」によるものとする。  
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